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資料1機密性2

調 停 委 員 協 議 会 日 程

目項時 刻

開会告知

事務総長挨拶

協議（民事調停関係）

1（）：30

10：40

協議事項1
民事調停におけるウェブ会議の利用状況並びにウェブ会議の活用を踏ま
えた民事調停の質及び利便性向上に向けた工夫等
協議事項2
民事調停の利用を促進する広報活動

～

休憩12：00

I

協議（家事調停関係）13：30

協議事項1
期日間隔短縮に向けた取組の更なる推進と調停委員が果たすべき役割1

14：40 休憩

1

協議（家事調停関係）14：55

協議事項2

改正家族法施行前の調停運営において留意すべき事項及び施行に向けた
準備の在り方

I

閉会告知16：10



資料2機密性2

令和7年度調停委員協議会協議員等名簿

協議員

東 京 地 方裁 判 所

東京家庭裁判所

横浜 地 方裁判 所

横 浜 家 庭裁判 所

さいたま地方裁判所

さいたま家庭裁判所

千葉地方裁判所

千葉 家 庭裁判 所

水 戸 地 方 裁判 所

水 戸 家庭 裁判 所

宇都宮地方裁判所

宇都宮家庭裁判所

前 橋 地 方裁 判 所

前 橋 家 庭 裁判 所

静 岡 地 方裁判 所

甲府 地 方裁判 所

甲府 家 庭 裁判 所

長 野 地 方 裁判 所

長野家庭裁判所

新 潟 地 方 裁判 所

新 潟 家庭 裁判 所

大 阪 地 方 裁判 所

大 阪家庭裁判 所

1

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

入 澤 武 久

平 野 茂

安 達 信

情 水 圭 一

菅 純 一

牧 野 丘

中上川 久 哉

茂 木 良 徳

富 澤 誠

五 島 裕 輔

平 野 浩 視

若 挟 昌 稔

高 木 群 充

橋 爪 健

榛 葉 隆 雄

村 松 滝 夫

近 藤 利 明

高 橋 聖 明

木 下 伸 二

菊 池 弘 之

田 村 明 子

山 下 郁 夫

神 谷 尚 孝
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民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

谷 山 智 光

拾 井 央 雄

泰 地 昭 男

亘 賢 子

金 丸 早智子

京 都 地 方 裁 判 所

京都 家庭裁判 所

神 戸 地 方裁 判 所

神 戸 家庭 裁判 所

奈 良家 庭 裁判 所

大 津 地 方裁 判 所

大津 家庭裁判所

和歌山地方裁判所

宅 純 也三

梅 下 浩 也

多 部 美 穂

小 原 智 津

小 池 公 一

竹 内 裕 詞

梅 村 啓 之

濱 口 昇

和 田 恵

今 尾 大 祐

海 道 宏 実

和歌山家庭裁判所

名古屋地方裁判所

名古屋家庭裁判所

津 地 方 裁 判 所

津 家 庭 裁 判 所

岐 阜 地 方 裁 判 所

岐阜 家庭 裁判 所

福 井 地 方裁 判 所

金 沢 地方 裁 判 所

金 沢 家庭 裁 判 所

富 山 地 方 裁 判 所

広 島 地 方 裁 判 所

広島家庭裁判所

山 口 地 方裁 判 所

山口家 庭 裁 判 所

岡 山 地 方 裁 判 所

岡山 家 庭 裁 判 所

烏 取 地 方 裁 判 所

喜 田 一 二

吉 村 和 正

青 島 明 生

道井 上

雅
樹

栄

前 川 秀

小 林 直

岡 本

室 紀 子

奥 田 哲 也

中 西 康 裕
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烏 取 家庭裁判 所

松 江 地 方裁 判 所

福 岡 地 方裁 判 所

福岡家庭裁判所

佐賀地方裁判所

佐賀 家庭 裁判 所

長 崎 地 方裁 判 所

長 崎家庭裁 判所

大 分 地 方裁 判 所

大分 家庭裁判 所

熊 本 地 方裁 判 所

熊本家庭裁判所

鹿児島地方裁判所

鹿児島家庭裁判所

宮 崎 地 方裁 判 所

宮崎 家庭 裁判 所

那 覇 地 方裁 判 所

那覇家庭裁判所

仙 台 地 方裁 判 所

仙台家庭裁判所

福 島 地 方 裁 判 所

福島家庭裁判所

山形 地 方裁 判 所

盛 岡 地 方 裁 判 所

盛岡家庭裁判所

秋 田 地 方 裁 判 所

家事調停委員

民事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

石 田 節 子

熱 田 雅 夫

田 口 直 樹

廣 重 良 二

鯉 川 美 加

吉 川 千鶴子

生 田 昭 人

板 倉 ひとみ

寺 司 憲 生

渡 邉 範 幸

池 田 忠 次

津 田 利 信

小 園 和 人

河 野 岡l1晴

毛 利 朋 美

中 島 多津雄

平 良 卓 也

川 見 園 子

中井川 英

須 田 直 樹

宍 戸 宏 行

佐 藤 暢 昭

安孫子 俊 彦

士 橋 一 郎

北 條 俊 一

大 渕 英 悦
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川 名 由輝夫

沼 田 徹

毛 利 節

源 波 幹 文

本 間 芳 樹

小 山 雅 子

ホホ 上 博 樹

小 門 睦 子

得 地 哉

高 田 直 子

森 渉

島 川 千 里

原 田 あかね

空 田 和 広

加 藤 敏 仁

藤 原 建 次

真 鍋 敬 市

馬 塲 ゆかり

家事調停委員

民事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

民事調停委員

家事調停委員

秋 田家庭裁判 所

青 森 地 方 裁判 所

札 幌 地 方 裁 判 所

札 幌 家庭裁判 所

函 館 地 方 裁 判 所

函館家庭裁判所

旭川 地方裁判 所

旭川 家 庭裁判 所

釧 路 地 方 裁 判 所

釧路家庭裁判所

高松 地 方裁判 所

高松家庭裁判所

徳 島 地 方 裁 判 所

徳 島 家庭裁 判 所

高 知 地 方 裁 判 所

高知 家庭裁判 所

松 山 地 方 裁 判 所

松 山 家 庭 裁 判 所

最高裁判所係官

最 高 裁 判 所

最 高 裁判 所 事務

最 高 裁判 所 事務

2

務 総 長 氏 本 厚 司

福 田 千恵子

馬 渡 直 史

松 原 経 正

遠 藤 圭一郎

事

最 高 裁判 所 事務 総 局 民 事 局 長

最 高 裁判 所 事務 総 局 家 庭 局長

最高裁判所事務総局民事局第二課長

最高裁判所事務総局家庭局第二課長

41



参列員（裁判所）

東 京 簡 易 裁 判 所 判 事

東京家庭裁判所次席家庭裁判所調査官

大 阪 簡 易 裁 判 所 主 任 書 記 官

大 阪 家 庭 裁 判 所 部 総 括 判 事

大 阪 家 庭 裁 判 所 次 席 書 記 官

3

佐 野 寛 次

倉 崎 俊 和

砂 原 有香里

濱 谷 由 紀

藤 澤 和 行

参列員（日本調停協会連合会）

日 本 調 停 協 会 連 合 会 理 事 長

日本 調 停 協 会 連 合会 副 理 事長

4

大 澤 英 雄

石 井 妙 子
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1機密性2】 資料3

令和7年度調停委員協議会協議問題

1 民事調停関係

1 協議問題

（1）民事調停におけるウェブ会議の利用状況並びにウェブ会議の活用を踏まえ

た民事調停の質及び利便性向上に向けた工夫等

ア ウェブ会議の実施状況、調停委員としての感想、当事者の受け止め、ウ

ェブ会議を利用する際の懸念事項等

イ ウェブ会議の効果的な活用場面並びに民事調停の質及び利便性向上に向

けた工夫例等

（2）民事調停の利用を促進する広報活動

ア 各庁における広報活動の取組状況や実情等

イ 民事調停の利用を促進する広報活動を実施するために効果的と考えられ

る取組や工夫例、広報活動の種類や対象別の留意点等

2 協議時間

80分を目安とする。

3 出題理由

（1）民事調停におけるウェブ会議について

民事調停については、前回までの調停委員協議会において、調停運営改善

をテーマにした議論を行い、利用者のニーズに応じたメリハリある調停運営

が重要であり、具体的な調停の運営にあたっては、調停委員が裁判官・書記

官との間で、争点や聴取すべきポイント、解決の方向性のほか、注意を要す

べき当事者に関する情報等について、共有して手続を進めることが重要であ

ること等が確認された。こうした調停運営改善の取組は広く浸透し、各庁に

おいて一定の成果を挙げているものと思われるが、民事調停の事件数は減少
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傾向が続いているところであり、国民が民事調停による解決に適した紛争に

ついて適切に民事調停という手段を選択できるように、調停運営の質を向上

させる工夫とともに、民事調停の利便性を向上させる取組も必要であると考

えられる。

令和10年6月までに予定される民事調停の全面デジタル化においては、

申立ての電子化等が実現され、データの活用等による合理化・効率化によ

り、民事調停の質を向上させるとともに手続の利便性を向上させることが

期待されるが、令和6年7月までに運用を開始したウェブ会議の活用もデ

ジタル化の一環として、効果的な活用を検討する必要がある。

令和6年度の調停委員協議会においても、ウェブ会議について議論をした

ところであるが、運用開始直前または直後であったこともあり、全国の簡易

裁判所でウェブ会議の運用を開始した後、あらためてその活用の実情や利便

性を高めるための工夫等について検討する必要がある。そこで、民事調停に

おけるウェブ会議の利用状況（利用が進んでいないとすれば何があい路にな

っているのか）、メリット・懸念事項、効果的な活用の場面や工夫例等につ

いて議論したい。

（2）民事調停の利用を促進する広報活動について

上記のとおり、民事調停は、調停運営の改善の取組にも関わらず、利用件

数の減少傾向が続いている。そのため、民事調停の運営改善だけでなく、民

事調停の魅力を積極的に発信することも不可欠であり、広報の在り方につい

て議論する必要がある。民事調停の広報活動に関しては、最高裁から日本調

停協会連合会に委嘱して、各調停協会が主催する調停手続相談会や裁判所が
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行う調停制度説明会などがあるほか、最近では、東京簡裁と最高裁が共同で

広報動画を作成し最高裁ウェブサイト、Youtube及び最高裁公式X等に掲載

しており、調停を題材とした落語を利用した広報といった新しい取組みも報

告されている。

効果的な広報の工夫として、広報活動の対象については、民事調停の一般

的な認知度の向上を目指して市民全般を対象として、説明会やメディアを利

用するものが多いと思われるが、集客が見込まれる行事等にタイミングをあ

わせて説明会を開催したり、市民が抱える法的問題に直接関わっている行政

機関相談担当者及び資格団体等や、弁護士などの法律家を対象とすることも

考えられる。また、発信する内容については、調停手続の制度説明に留まら

ず、ウェブ会議等の活用等による利便性の向上に関する情報等も加えること

も考えられる。

各種機関の相談員が、本来は民事調停による解決が見込める案件の相談を

受けたとしても、これをうまく民事調停に繋げることが出来ていないという

実情も聞かれるところであり、相談員が民事調停に適した事案を選別できる

ように、広報にあたっては、民事調停が有効な事案の類型を具体的に説明す

るなど、各種相談窓口に来る相談者等の具体的なニーズを民事調停に繋いで、

手続の利用を促進する工夫を検討していくことがより一層必要になると思わ

れる。

民事調停の広報については、令和元年度の調停運営協議会で議題とされて

以降、近年はまとまった議論はなく、調停委員協議会でも取り上げていない

ため、各庁の実情や工夫例を共有するとともに、限られた資源の中で、効果
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的に広報効果を上げるためのアイデアや工夫等について議論することにより、

各庁における今後の更なる取組を後押ししたい。

2 家事調停関係

1 協議問題

（1）期日間隔短縮に向けた取組の更なる推進と調停委員が果たすべき役割

ア 各庁において実践している期日間隔短縮の具体的取組及び調停委員が主

体的に実践すべき事案・手続段階

イ 期日間隔短縮に向けた取組を実践することに対する調停委員の受け止め。

また、調停委員として、定着・進展が困難な取組の有無及びその要因

ウ イの要因に対応するための具体的方策及び既に実践している場合はその

状況

（2）改正家族法施行前の調停運営において留意すべき事項及び施行に向けた準

備の在り方

ア 改正家族法施行前に、調停運営に生じている影響

イ アに適切に対応するための職種間の情報共有の在り方

ウ 改正家族法の理解を促進するための方策

2 協議時間

160分を目安とする。

3 出題理由

（1）期日間隔の短縮に向けた取組について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を一つの契機として、調停運営改善

の取組が開始され、現在も、各庁で検討・実践が進められている。

しかし、コロナ禍前を通じたより長期的な視点からは、審理期間の長期化
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傾向が継続していることに加え、令和8年5月までに予定されている改正家

族法の施行を見据え、外部からも、現状の家事調停事件の平均審理期間及び

平均期日間隔の長さについて強い懸念があるとの指摘もあることから、期日

間隔の短縮は改正法の施行までに相応の結果を出すべき喫緊の課題となって

いる。

こうした観点から、令和6年度に実施した調停委員協議会においては、期

日間隔が長期化する要因やその対策、調停運営協議会においては、期日間隔

を適切なものとするために各庁において実践している具体的方策等について

取り上げ、協議を重ねてきた。特に、調停運営協議会においては、当事者と

調停の時間枠を共有する等の心理的要因への対応をはじめとし、二期日指定、

午後二枠制の活用、開廷曜日や開始時間の柔軟な設定等の続行期日指定場面

における取組等が報告されており、調停委員が担う期日調整等の場面も含め、

各庁において様々な取組が始められ、既に一定の効果が出始めている庁も見

られるところである。

一方で、各調停委員が期日間隔短縮の意義を十分に理解した上で様々な取

組を効果的に実践できているかについては、庁や委員によって差があること

がうかがわれる。また、報告された具体的方策の中でも、効果的に機能して

いる取組や、工夫・改善が重ねられている取組がある一方、十分に機能して

いない取組や、実践に当たりあい路が生じている取組もあることがうかがわ

れ、実際に取組を進める上での課題も明らかになりつつあるのではないかと

思われる。

本取組を更に進め、実効性のある仕組みとして定着させるには、取組の意

5



義を一層浸透させるとともに、取組を実践する中で課題を抽出・分析した上

で、それらの課題を解消し、具体的な成果に結びつけるための方策を検討す

ることが必要となる。

そこで、本協議会においては、各庁における期日間隔の短縮に向けた取組

の現状や、取組についての調停委員（協議員自身に限るものでなく、例えば、

経験年数の少ない調停委員等）の受け止めを共有していただくとともに、意

見交換を通じて調停委員に本取組の意義を十分に理解してもらうことを一つ

の狙いとしたい。その上で、取組を実践する上で支障となる点や、明らかに

なった課題等を深掘りし、それを解消するための方策について協議していた

だきたい。

（2）「民法等の一部を改正する法律」について

「民法等の一部を改正する法律」が令和6年5月24日に公布され、令和

8年5月までに施行される予定である。改正法により、離婚後の親権者につ

いて父母双方を親権者とすることが可能となることや、特定事項に係る親権

行使者の指定に関する紛争が家事調停、審判事件の新たな類型として加わっ

たこと、法定養育費制度の導入、親子交流の試行的実施や父母以外の親族

（祖父母等）と子との交流に関する規律等が整備されたことなどにより、家

事調停の手続、審理運営の在り方にも大きな影響が生じる。

家族や家庭に関する基本法制が大きな変革期にある中、家庭裁判所に対す

る期待がますます高まっているところ、改正法の施行を控えた現時点におい

ても、既に調停運営に当たり、当事者から改正法の内容を尋ねられたり、改

正法施行を見据えた合意をしたい、更には改正法が施行されるまでは合意に

6



応じないなどの意向が示されたりする等、少なからず影響が生じているもの

と考えられる。特に､ 調停運営のフロントラインに立つ調停委員においては、

今後、上記のような当事者の意向等に直面する機会が増加することが想定さ

れる。こうした問題意識を踏まえ、当事者から、改正法の施行を見据えた調

停運営に対する質問や要望があった場合の対応方針（当事者への説明用ツー

ルの活用等も含む）や、対応に当たっての関係職種との情報共有の在り方等

について御紹介いただき、各庁の実情や工夫例等を共有したい。

併せて、家庭局においても、各庁で適切な研修を実施することが可能とな

るよう、研修資料等を順次提供する予定であるところ、本協議会までの間に、

所属庁において、実際に改正法に関する研修を実施したり、裁判官等と調停

委員との間で改正法施行に向けた準備事項等について意見交換をしたりして

いれば、その状況についてお聞きするとともに、改正法が施行された後も、

改正法の趣旨・内容を踏まえた調停運営を、継続してブラッシュアップして

いくには、どのような方策が考えられるか、各庁の主催による研修だけでな

く、調停協会の主催する自主研修の実情も踏まえて協議していただきたい。

なお、本協議会においても、家庭局から、法改正の概要のポイントを説明し、

令和7年1月から2月に各高裁で実施されている家事事件担当裁判官等協議

会における協議結果等を紹介しながら、法改正の内容自体についての理解を

深めていただく場とも位置付けたい。

ワ
I



機密性2 資料4

民事局長説明

1 民事調停事件の概況について

全国の裁判所における民事調停事件の新受件数は、調停事件統計資料第1表

のとおり近年概ね減少傾向にある中、令和6年は3万0211件となっている。

また、事件の終局状況は、同資料第9表のとおりであり、調停成立と調停に代

わる決定による終局割合は年によって変動があるものの、近年はこれらを合計

した実質的な紛争解決率は引き続き6割を超えている。また、同資料第10表

のとおり、平均審理期間も安定した状況にある。これらの結果は、本日御出席

の皆様方を中心とした調停委員の皆様の日頃の御尽力のたまものである。この

場をお借りして改めて感謝申し上げる。

民事調停の運営について

民事調停は、公正かつ合理的な解決を図り得るだけでなく、手続の簡易迅速性

や非公開性、手続費用の低廉性、法的観点の反映、傾聴と社会常識とに基づく条

理にかなった解決の可能性といった様々な利点を有する手続である。民事調停の

事件数が、上記のとおり減少傾向にある中、民事調停が、これからも紛争解決手

2

続として国民から選ばれ続けていくためには、これらの利点を活かすとともに、

利用者のニーズ等を踏まえたメリハリある調停運営を行い､合理的な審理期間で、

当事者にとって納得度の高い紛争解決方法を提供することが求められていること

はもちろん、民事調停の利便性をさらに向上させつつ、そのような民事調停手続

が有する利便性や利点を国民に適切に発信していく必要がある。この点、昨年5

月から7月までの間に簡易裁判所の調停手続においてもウェブ会議の運用を開始

したところ、ウェブ会議を利用した調停手続は､利用者の利便性を更に向上させ､

紛争解決に資する効果的で質の高い調停運営に繋がるものであり、全国的な運用

の定着が望まれる。また、民事調停の利便性等の魅力を適切に国民に発信してい

くために、これまでも各庁において民事調停制度の広報活動に努められてきたと

ころと承知しているが、情報化社会が進展し、広報のための媒体や方法が多様化



する状況下において、限られた資源の中で高い広報効果を上げるための広報の在

り方についても改めて考える必要があると思われる。

このような問題意識を踏まえ、本日は、全国から、指導的な役割を果たしてい

る調停委員の方々に御出席いただき、①ウェブ会議の利用状況並びにその活用を

踏まえた調停の質及び利便性向上に向けた工夫と、②民事調停の利用を促進する

広報活動について協議していただくこととした。本協議会においては、各庁にお

けるウェブ会議の利用の実情を踏まえて、ウェブ会議の効果的な活用の在り方等

についての積極的な情報共有や意見交換を行っていただく予定であり、これを相

応しい事件・範囲における更なる活用につなげていく機会としていただきたい。

また、民事調停の広報活動の実情や工夫例を共有し、各庁における民事調停の利

用促進のための今後の取組に活かしていただきたい。本日の成果については、各

高等裁判所でこの秋に実施が予定される調停運営協議会の機会なども利用し、各

庁の調停委員の皆様へ還元をお願いしたいと考えている。

なお、調停制度が、利用者にとって身近な手続として、その発足以降我が国

の紛争解決制度の一翼を担い、国民から高い信頼と評価を受けてきたのは、皆

様を始めとする調停委員の方々が、一つ一つの事件において当事者の声に真筆

に耳を傾け、紛争を解決することで調停制度の発展に尽力してこられたからこ

そである。裁判所としては、今後も、調停制度が国民の期待に応え、更に発展

していくよう、調停運営の改善に向けて力を尽くす所存であるので､皆様にも、

引き続き、民事調停手続の適切な運営と更なる発展のため、御協力いただきた

い。



機密性2 資料5

家庭局長説明

1 家事調停事件の概況について

家事調停事件の新受件数は、調停事件統計資料第1表のとおり、令和

3年までは13万件から14万件程度で推移していた。令和4年は約1

2万3，000件と減少したが、令和5年は約12万6，000件、令

和6年は約12万8，000件と再び増加傾向にあり、国民の家事調停

に対するニーズの高さを示しているといえる。

既済事件については、第16表によれば、令和6年の調停成立率は4

5．7パーセントと、50パーセントを下回っているが、他方で、第18

表によれば、調停に代わる審判により終局した件数は、年々増加傾向に

あり、令和2年に比べ約1．6倍に増加している。調停に代わる審判がさ

れた事件の9割近くが異議申立てなく確定していることからすれば、当

事者間で実質的な合意には至っているものの、当事者の出頭の負担への

配盧等も踏まえて調停に代わる審判を活用するなど、利用者の多様なニ

ーズをきめ細やかに取り入れながら、事案に即した実質的な解決を図ろ

うとする調停運営の工夫が重ねられていることが見て取れる。また、第

20表の平均審理期間についてみると、令和6年の既済事件の平均審理

期間は、7．2か月となっており、令和3年と比較して0．2か月短縮

した。こうした結果は、調停委員の皆様が、調停運営の在り方を見つめ

直し改善していく取組について御協力、御尽力くださった結果と考えて

おり、改めて感謝申し上げる。

もっとも、全調停事件の既済事件の平均審理期間は、令和4年度から

横ばいであり、コロナ禍前を通じたより長期的な観点からすれば、長期

化傾向は続いている6とりわけ、調停の期日間隔が全国的に長期化して

いることは、深刻な問題であると考えており、調停の利用者、ひいては

国民のニーズから乖離したものになっていないかという観点から現状を

1



見つめ直し、対策を講じていくことが求められている。

2 家事調停の運営について

調停委員の皆様におかれては、当事者と誠実に向き合い、真蟄に事件

に取り組み、調停運営のための工夫を重ねてきていただいていると承知

している。とりわけ、期日間隔短縮化の取組は、昨年度開催された調停

委員協議会において、期日間隔が長期化する要因やその対策について、

調停運営協議会において、各庁で実践されている具体的方策等について

それぞれ協議していただき、調停委員の皆様がこの取組に積極的に参画

していただいていることを実感した。一方で、実際に取組を進める上で

の課題も明らかになりつつあると考えている。令和8年5月までに、離

婚後の親権者に関する規律の見直しを始めとする「民法等の一部を改正

する法律」（改正法）の施行を控える中、家事調停事件の平均期日間隔

の長期化傾向が続いている点は大きな課題として指摘されているところ

であり、今年度は、適切な期日間隔の設定を喫緊の課題として位置付け

て実効的な取組を進め、具体的な成果に結びつけていく必要がある。こ

のようなことから、本協議会においては、各庁において調停委員の皆様

が実践されている具体的な取組等について協議していただくとともに、

取組を実践する上で支障となる点や明らかになった課題等を深掘りし、

それを解消し取組をより進めるための方策等についても協議していただ

きたい。

また、令和8年5月までに施行される予定の改正法により、離婚後の

親権者について父母双方を親権者とすることが可能となることや、特定

事項に係る親権の行使について父母間の協議が調わない場合に当該事項

に係る親権の行使者を裁判所が指定する新たな手続が加わることのほか、

養育費、親子交流（面会交流）、 財産分与に関する規律も整備されたこ

2



とは、家事調停の進め方に大きな影響が生じさせるものと考えられる。

既に、調停期日において、当事者から改正法の内容について尋ねられた

り、改正法施行を見据えた合意をしたい、改正法が施行されるまで合意

に応じない等の意向が示されたりする等、その影響を実感する場面も出

てきていると思われる。これらに適切に対応するためには、実際に調停

運営担う皆様をはじめとして、関係職員が一丸となって、改正法の趣旨

や内容に関する理解を深めていくほか、相互に緊密な連携を図りながら、

検討、実践を進めていくことが不可欠である。裁判所としても、改正法

施行の前後を通じて皆様に充実した調停運営をしていただけるよう、研

修の充実をはじめ、改正法の円滑な施行に向けて必要な取組を推進して

まいりたい。本協議会においては、現在の所属庁における準備状況を共

有していただくほか、施行に向けて不安な点や裁判所への御要望等を含

め、積極的に意見交換していただきたい。

調停制度が100年以上の長きにわたり国民の信頼を得て主要な紛争

解決手続として存続してきたのは、調停運営のフロントラインに立つ調

停委員の皆様が、利用者のニーズとは何かを常に考え、当事者にとって

利用しやすい調停の実践のために力を尽くしてこられた結果である。

家庭を巡る紛争は近年その複雑さを増し、また、家族や家庭に関する

基本法制は大きな変革期にある。このような時代において、家庭裁判所

に対する期待はますます高まっている。常に利用者のニーズを的確に捉

え、納得性の高いサービスを提供し続けるためには、日々、当事者と対

面し、その思いに真蟄に向き合っておられる調停委員の皆様と忌’陣なく

意見交換をしながら、更に高みを目指して運営改善のための検討と実践

を進めていくことが必要不可欠である。本協議会においては、この検
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討・実践の更なる推進のため、様々な観点から、闇達な御議論をしてい

ただきたい。

併せて、本協議会での議論を、今後の調停運営の参考としていただく

のはもちろん、所属庁の調停委員の皆様にも還元していただき、各庁に

おける運営改善の取組や実践に役立てていただくよう、御願い申し上げ

る。
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令和6年度 調停事件統計資料 資料6機密性2

1全調停事件関係

第1表 調停新受事件数

家事調停
新受件数

調停新受
総 件 数

民事調停

新受件数
区分

年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年
令和元年

令和2年
令和3年
令和4年
令和5年
令和6年

181,641

179，912

175,291

1 69,849

169,352

161,742

164,547

1 57,957

155,966

158,82 1

40，760

39,191

35，939

34,019

32，919

30，723

31，870

34，073

29，612

30,211

140,88 1

140，721

139，352

135,830

136，433

131,019

132，677

123,884

126,354

128,610

第2表 調停既済事件数

民事調停

既済件数

家事調停

既済件数
調停既済
総 件 数

平成27年

平成28年

平成29年
平成30年

令和元年
令和2年

令和3年

令和4年
令和5年
令和6年

40，263

39，635

35，988

34，112

32，758

30，730

33，105

34，463

30,213

29，674

137，658

138,783

137,271

134, 128

130,590

124，428

139,310

125，549

124,497

128，306

1 77,92 1

1 78,418

173,259

168,240

163,348

155,158

172,415

160,012

154,710

1 57,980

言
■
Ⅱ
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第3表 全国裁判所調停事件数一事件の種類別(令和6年）

既 済

157,980

未 済

79，431

種 別

総~~－
■｜新 受
"| 158,821

事 調 停 総

事 一 般 調

事 調

地 建 物 調

地 代 借 賃 増 減

事 調

害 調

通 調

害 等 調

定 調

.､事~~調…偉…総一
表 第 二 調

般 調

意に相 当 する審

数
停
停
停
ｊ
停
停
停
停
停
薮
停
停
判

氏
民
商
宅
く
農
鉱
交
公
特
蒙
別
一
合

8,381

4,107

1，278

1，952
749

45

0

474

17

508

71,050

47,446

22,813
782

30，211

18,595

3，997

4，579

1,687

105

0

1,114
42

1,779

128,610

81,191

45，036

2，245

29，674

18,512

3,944

4，287

1,638

101

0

1，087

35

1,708

128，306

80,730

45，075

2，358

地代借賃増減調停事件､特定調停事件､別表第二調停事件、

(家事)一般調停事件､及び合意に相当する審判事件以外の

(注）

事件数は､高裁の事件数を含むものである。

2



2民事調停事件関係

以下､各表の上部に記載している(高)は高等裁判所を、（地)は地方裁判所を、（簡)は簡易裁判所
を指す。

第4表 民事調停新受事件数

（高･地･簡）

産~礎 新受件数 指数

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

令和5年

令和6年

100．0

96．2

88．2

83．5

80．8

75．4

78．2

83．6

72．6

74. 1

40,760

39,191

35,939

34,019

32,919

30，723

31,870

34，073

29，612

30,211

’

(注）指数は､平成27年の調停新受件数に対する百分比である《

第5表 民事調停等新受事件数

(高･地･簡）

督促手続，
起訴前の和解
新受件数

B

民事調停

新受件数
C

A/D

（％）

C/D

（％）

第一審訴訟
新受件数

A+B+C

IDA

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

令和5年

令和6年

63．0

60．5

59．6

57．2

59．0

62．7

63．5

63．1

65．4

66．4

757,253

802,773

827,993

854,879

827,198

718,779

725,363

728,080

794,705

859,489

４
９

３
０

０
３

４
７

７
５

■
■
■
■
■
■
。
■
■
■

５
４

４
４

４
４

４
４

３
３

239，329

277，947

298,841

331,651

306，636

237，247

232，833

234，278

245，498

258,918

40，760

39,191

35，939

34,019

32,919

30，723

31,870

34，073

29,612

30,211

477,164

485,635

493,213

489,209

487,643

450,809

460,660

459,729

519,595

570，360

(注） 1 「第一審訴訟新受件数」

2 「第一審訴訟新受件数」
各新受件数を含まない。

には、少額訴訟の新受件数を含む。

には、地裁第一審行政訴訟､ 人事訴訟、高裁第一審訴訟の

3



第6表 民事調停新受事件数一事件の種類別
(高･地･簡）

公害等 特定交通宅地建物 農事 鉱害商事

隼~逢引
総数 一般

地代借賃 沼一鋤
０
－
〃

１

３
’

平成27年 192

(0,5%）

3,022

（7.4%）

100

(O ､ 2%)

4,439

(10,9%)

885

(2.2%）

0

(0.0%）

40,760

(100.0%)

23，699

(58. 1%)

6,230

(15.3%)

2，676

（6.8%）

104

(0.3%）

3,090

（7.9%）

平成28年 184

(0.5%）

0

（0,0%）

22，891

（58.4%）

5,903

(15．1%)

4，343

(11.1%)

917

(2‘3%）

39,191

（100.0%）

3，394‐

（9.4%）

平成29年 2，349 84

（0.2%）

5,019 147

(0.4%）

ｐ
ｊ

Ｏ
｜
眺一
①

4,149

(11.5%)

907

(2.5%）

ｊ

９
％

ｎ
Ｊ
ｌ
ｐ

９
－
叩

覗
－
０ 20，797

（57.9%） (6.5%）(14.0%）

76

（0.2%）

平成30年 2,288

（6.7%）

ｊ

３
％

鏥
一
い

，

３
．

ｊ

賜
一
鋤

（
ｂ
－
３

，
１
人

４
－
Ｉ

4,198

（12.3%）

0

(0.0%)

1,048

（3.1%）

128

(0.4%）

34,019

(100.0%)

１
｜
卿

５
←
９

３
’
６

１
目
』

９
｜
く

１
’

令和元年

ｊ

Ｏ
－
眺一
①

75

(0.2%）

2,992

（9.1%）

1,258

（3.8%）

158

（0.5%）

2,114

（6.4%）

ｊ

⑲
慨

９
－
叩

２
’
０

３

18，395

（55.9%）

4,716

（14.3%）

4，469

(13.6%）

令和2年 2，035

（6.6%）

2，421

（7.9%）

ｊ

Ｏ
ｌ
％
’
０
｜
①

47

(0.2%）

坦
鋤

２
ゞ
９

，
目
』

８
｜

１
－ 3,896 969

（12‘7%） （3.2%）

ｊ

７
ｌ
洲

９
－
０く

4,014

(13.1%)

30,723

(100.0%)

令和3年 1,922

（6.0%）

2，271

(7.1%)

54

(0.2%）

0

(0.0%）

19，612

(61.5%)

4,018

(12.6%)

3,884

(12.2%)

ｊ

田
鋤

１
３

１

１

９
｜
％
←
３

ｍ
ｌ
ＱＩ

31，870

（100.0%）

2,588

（7.6%）

令和4年

ｊ

３
－
蛾

（リ、〕｝

９

１
Ⅱ
Ｌ
，

八叩〕
く １

０
《
眠一① ｊ

昭
梛

１
．
６く

，

２

41

(0,1%)

3,822

(11.2%)

4，270

(12.5%)

1,636

（4.8%）

34,073

(100.0%)

21,061

(61.8%)

令和5年

麺
”←
４

Ｌ
一
く

39

(0,1%)

2，031

（6.9%）

107

(0.4%）

0

(0.0%）

4,109

(13.9%)

18,522

（62.5%）

3，577

(12. 1%)

1,519

（5.1%）

29,612

(100.0%）

令和6年

４
粉

１
７

ｌ
ａ

Ｌ
く

42

(0. 1%)

1,779

（5.9%）

９
帥

７
－
２

β
｜
ａ

４
’
０

0

(0. 0%)

3,997

(13.2%）

1,687

（5.6%）

105

(0‘3%）

30,211

(100.0%)

５
’
１

９
－
鋤

５
’
１

８
入
価

１
－

地代借賃増減調停事件及び特定調停事件には､高裁の事件数を含まない。

各欄の下段は､総数に対する百分比を示したものである。

百分比は小数点以下第2位を四捨五入したものであり、比率の合計が100とならない場合がある。

１
２

３

ｊ注ぐ

第7表 債務の調整に関する調停事件新受事件数
(簡）

債務の調整に関する調停事件種別
うち特定｜うち貸金業｜うち信販 △ 計口民事調停

事件総数

年
年

２
－
３

和
和

〈祠
〈祠

2,4031 1，0851 949

2,231 1,394 i 1,055

2,569~i- 1;569 ' -m76

2,029 ; 1,985 1,128

－4 ‐_一 一
1,775 2,550 1,326

4，437
（16.8%）

4,680
(18.4%)

5,214

（20.2%）

5,142

(20.3%)

5，651

(21.5%)

26,390

25,477

25,789

25,310

26,278

令和4年

令和5年

令和6年

(注）1 貸金業関係及び信販関係の新受件数は､一般調停事件及び商
事調停事件として申し立てられた件数である。

2信販業者を当事者とする貸金債権に関する事件の場合､信販関

係と貸金業関係に重ねて計上される場合がある。
3合計欄の百分比は､民事調停総新受件数に占める割合である。

E|



第8表 民事調停既済事件数一事件の種類及び終局区分別(令和6年）

(地･簡）

総数 調停成す 調停不成立 調停に代わる決定 取下げ その他

件数｜可耕
百分比

（％）

百分比

（％）
百分比

（％）
’百分比

件数！（％） 件数可辮件数 件数 件数

総 数 29.639i 100.0 7，107 24．0 7,902 1 26．7 10,758 , 36.31 3,166i 10.7 706， 24般一事一鋤一事一害通一》一定
二商一識一農鉱交一公一特

Ｉ
！
‐
‐
①

ｌ
Ｉ
ｃ

甲
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

７
’
７

９
’
０
￥
０

７
９
’
３

２
－
１

５
４

４
１
－
９

β
ゞ
β

〃
’

一

３
ゞ

４
－
１
－
１
一
一
一
一
一

118.4179 100．0 3，801

1,047

1,536

40

延獅一繩一郵一
睡一池一“

郷一郷一蛆一郷一一一池一郡“

7,9901 43．2 1，623

341

669

13

Ｒ
Ｕ
ｌ

７
Ｉ
－

民
望

目
Ｊ
’
（
Ｕ

坐
塑
週

一

８
’
６

各
冒
■

８
’
８

型一狸昭一叩一一一皿一一一唖

3,944 100．0

１
１
１
！
。
‐

十
１
１
‐
‐
→

‐
・
‐

’

２
６
’
３
－
０

７
’
０
－
０

３
２一

一
一
塑

一
妬

７
６
’

。

＃
’

１
．

｜

｝

坐
“

３
－

4,285 100．0

蠅一岬一

101

皿
一
一
Ｍ
一
Ｍ

ｍ
一
，
一
岨

和一一一一“｜｜｜池
口
■’０ ０－仙一皿－犯 ２

一一“一“｜叩
－
１

ｌ
ｌ
２

今
‐
１
１
ト
ー
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
↓
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

Ｏ
ｌ
０
－
５
－
５

ｌ
６
－

－

５
ゞ
１
’

－

３

１
１
１
｝
ｌ
‐
１
１
１
斗
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

叫一弱一皿

131

薊100．0

(注） 百分比は小数点以下第2位を四捨五入したものでありく比率の合計が100とならない場合がある。

第9表 民事調停既済事件数一終局区分別

（地･簡）

取下げ ｜ その他
件数｜百分比(%)｜件数｜百分比(%）隼、萱

調停成立 ｜ 調停不成立
件数｜百分比(%)｜件数｜百分比(%）

調停成立 その他調停に代わる決定

件数｜百分比(%）総件数

宮
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
ｐ
●
■
Ｉ
Ｄ

Ｏ
‐
宮
■

３
７

３

８
－
４

１

９
－
０

７
１
１
Ｆ

５
－
６

４

６
４
－

７
０
’

８
０
’３－

１
｜

ｌ
‐．

。
‐

－

１

４
－
０
’
５
－
３

６
ゞ
６
’
１
－
７

β
｜
ｐ
Ａ
ｌ
ｐ

９
－
９
－
８
’
８

年
隼
籠
年
年
年
一
年
一
年
一
年
年

可
塑
”
釦
元
吃
一
咀
哩
明
叱

日
禾
．
矛

禾
一
禾
ゞ
禾

鰄一鰄一砿聴手毎
令
令
一
令
令
令

函一理一郷一知一理一獅一皿知一加一郷

’’’一日１０．‐－４‐一‐‐‐’

‐

←ｌ‐‐
。卜‐‐‐‐１１０１

帥
一
盟
理
狙

肥
班

印
璽
羽

岬

１
－
１
←
１

１
－
１

ゞ

１
’
１
￥

３
－
２
ｌ
１
－
１
ｌ
０
ｌ
８
ｌ
０
ｌ
２
－
８
’
７

ｌ
ｌ
８
ｌ
９
ゞ
２
．
６
’
４
’
１
．
０
－
１
ゞ
１

，
．
，
３
３
，
９
’
７
，
，
勺

３
０

５
６
．
５
’
７

３
１
’
３
韮
７

早
一
■
画
■
■
■
｜
■
一
■
宮
■
●
●

６
←
７
－
７

７
－
９
－
７
’
６
》
４
－
７
’
６

２
’
２
－
２
’
２
ゞ
２
ｌ
２
ｌ
２
－
２
ｌ
２
ｌ
２

飛耐
唖一：州一到偲剛掴一狸

皿
ａ
ｌ
ｑ

ａ
２
９
－
＆
一
＆
｜
＆

＆
｜
孔

１
’
１

｜

’

郵一郵一軸一却一郵一郷一坤郷一郵一郷
４
ゞ

塑
型
辿
迦
塑
型
哩
塑
叩
一
町

１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
１
ゞ
１
ゞ
１
｝
’

１
１

２
’
５
－
７
’
５

５
６
ｌ
２
－
９
ｌ
３
ｌ
４

２
２

２
ｌ
２

２
ｌ
２
２
－
Ｌ

２
ｌ
２

40,251

39,624

35,978

34,10 1

32，735

30,669

33,041

34，326

30,158

29，639

ゞ

６

恥一Ｗ一帥
柳一哩即池一ｍ

4,538 1二‐‐引一‐副

7，478

9,168

1 0,096

10，171

10,069

10,758

4,185 1極
一
皿
一
皿
一
恥
皿

３
’
３
－
３
－
３

３

(注） 百分比は小数点以下第2位を四捨五入したものであり、比率の合計が100とならない場合がある。

第10表 民事調停既済事件数一審理期間別
(地･簡）

誤芝
平均審理
期間(月）

2年を

超える
6月以内 1年以内 2年以内3月以内総数 1月以内 2月以内

令和2年 7,005

（22.8%）

一

Ｊ

｜

冊

塑
９

２
－
⑩

１

卯
一
挑

９
’
６

，
．

１
１

４
’
１

ｊ

Ｏ
一
％

１
》
７

２
３

，
１
よ

４
く ｊ

Ｏ
ｌ
洲

８
一

・

３
－

４
７
｝
１
几

４
・
く

1，435

（4.7%）

4.230,669

哩
鋤

３
’
７

，
、
皇

８
１

(100.0%）

令和3年 q Q
－ 旦当

１

１
｜
脇

４
ｌ

ｏ

０
ｌ
０

３
｜
叩

｜

〕

７
｝
％

２
｜
’
。

７
２

＄
ｑ
Ｊ

Ｏ
・
’

１
。

ｊ

６
％

５
’
１

６
ゞ
７

７
１
人

５
－
く

｜

ｊ

哩
飛

５
３

，
．
１

４
く

。

〕

８
．
％

２
－
β

５
－
９

，
１
１

６
｜
く

二

〕

６
ゞ
％

２
－
〃

β
一
ｍ

３
｜
く

ｊ

巫
酬

７
－
Ｇ

Ｌ
ｌ 370

(1.1%）

令和4年 3,122

（9.1%）

ｊ

妬
螂

３
０

Ｊ
ｎ
Ｕ

弘
一
０

’

１

１
ゞ
％

０
’
５

０
－
Ⅳ

ｊ
二

６
－
く

１

Ｆ
恥

４
４

２
，

１
１

４
｜
く

ｊ

Ｏ
％

２
－
石

０
’
７

６
－
０

ｊ

２
－
醜

３
’
３

３
く

Ｊ

１
｝

ｊ

統一蠅一く｜〕
８
－
％

９
－
９

ｑ
ｗ
－
師

２
く

１
－ q R

U ■ U

令和5年
．

』

狸一隅

ｊ

閉
蠅

１
０

，
ｎ
Ｕ

Ｏ
０

３ 皿一鋤
９
－
く

３’
、
、
）

5,548

(18.4%)

．

〕

９
－
％

４
’
４

０
’
３

４
’
０

１

９
－
％

９
２

０
壷
０

，．
ｎ
色

６
－
く

｜

ｊ

調
一
蛾

１
’

０
２

１
人

３
｜
く

’

１

７
ゞ
船

４
－
Ｊ

２
－
仏

９

１
．

７
｜
Ｂ
’

３
’

令和6年

妬
一
鋤
”

３
－
４

ａ
ｌ
ｌ

４
’
０

⑮

０
１

１

２
洲

娚
３

１
６

６
｜
似

⑱

０
｜
帥

粉
０

８
２

９
’
９

６
２
｜
く

⑲

３
－
帥

効
８
ゞ
１

５

０
｜
弧

Ｑ
Ｊ

５
ｌ
ｕ

幅

５
〕

ｊ

４
洲

洲
９

３
９

く
９く

193

(0.7%)

(100．0%）

3.4

９
〕

３
既

β
》
０

９
－
ｍ

２
｜
く

２
｜
粉

粉
７
’
３

３
β
’
３

３
９
ゞ
⑬

⑬

(注） 1 令和2年から令和5年までの欄の下段及び令和6年の欄の中段は、当該年の総数に対する
百分比を示したものである。

2 百分比は小数点以下第2位を四捨五入したものであり､比率の合計が100とならない場合がある。
3 令和6年の欄の下段は、百分比の累計を示したものである。
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第11表 民事調停既済事件数一実施回数別
(地･簡）

県､gミ
平均実施
回数

11回

以上
実施
しない

6～10回4又は5回3回2回1回総数

1.91,481

（4.8%）

366

(1.2%)

2,698

（8.8%）

3,099

(10.1%)

令和2年 6,035

(19.7%)

8,503

(27.7%）

30,669

(100.0%)

8,487

(27.7%）

2.0

1

452

(1.4%)

1,885

（5.7%）

2,985

（9.0%）

3,202

（9.7%）

5,968

(18. 1%)

令和3年 9,407

(28.5%）

9,142

(27.7%）

33，041

(100.0%)

1.8478

(1.4%)

1,574

（4.6%）

2，932

（8.5%）

2,634

（7.7%）

12,200

（35.5%）

5,42 1

(15.8%）

令和4年 34,326

（100.0%）

9,087

(26.5%）

1.81,518

(5.0%）

408

(1.4%)

2，722

（9.0%）

2,704

(9.0%)

令和5年 5,242

(17.4%)

8，174

(27. 1%)

30，158

(100.0%)

9,390

(31.1%)

371

(1.306)

(100.0%)

1,258

(4.2%）

(98.7%）

1 7
4 ， 』2，701

（9.1%）

(86.5%）

2，369

（8.0%）

(94.5%）

令和6年 7，179

(24.2%）

(59.5%）

5,290

(17｡8%)

(77.4%）

29,639

（100.0%）

10,471

（35.3%）

（35.3%）

砥）1令和2年から令和5年までの欄の下段及び令和6年の欄の中段は､当該年の総数に対する百
分比を示したものである。

2百分比は小数点以下第2位を四捨五入したものであり、比率の合計が100とならない場合がある。
3令和6年の欄の下段は、百分比の累計を示したものである。

第12表 民事調停既済事件数一事件の種類及び審理期間別(令和6年）
(地･簡）

区分 平均審理
期間

（月）

2年を
超える

2年以内1年以内3月以内 6月以内総数 2月以内1月以内
種別

総 数 3．4945

(3.2%）

193

(0.7%）

6,320

(21.3%)

2,900

（9.8%）

29,639

(100.0%）

9,872

(33.3%）

4,326

(14.6%）

5，083

(17.1%）

84

(0.5%）

一 般 2．93,225

(17.5%)

454

(2.5%）

2,087

(11.3%)

1,440

（7.8%）

18，479

(100.0%)

2,978

(16.1%)

8,211

(44.4%）

商 事 3.8649

(16.5%）

297

(7.5%）

171

(4.3%）

ｊ

氾
釧
１Ｉ

827

(21.0%)

3,944

(100.0%)

1,081

(27.4%）

847

(21.5%)

宅地建物 13

(0.3%）

5.0863

(20.1%）

215

(5.0%）

683

(15.9%)

1,487

(34.7%）

4,285

(100.0%）

680

(15.9%）

344

(8.0%）

6

(5.9%）

0

(0.0%）

20

(19.8%)

25

(24.8%）

農 事 28

(27.7%）

3．314

(13.9%)

101

(100.0%)

8

(7.9%）

0鉱 害 0 00 00 0 0

5.779

(7.3%）

24

(2.2%）

319

(29.3%）

交 通 199

(18.3%）

160

(14.7%）

159

(14.6%）

147

(13.5%）

1,087

(100.0%)
R
J

(14.3%)

l

(2.9%）

0

(0.0%）

41. 11公 害 等 10

(28.6%）

qR
Lノ u

(100.0%)

q
ソ

(25.7%）

l

(2.9%）

9

(25.7%）

3.3

ｊ

Ｏ
肌０く

71

(4.2%）

19

(1.1%)

特 定 540

(31.6%）

602

(35.2%）

68

(4.0%）

408

(23.9%）

1,708

(100.0%）

各欄の下段は､総数に対する百分比を示したものである。
百分比は小数点以下第2位を四捨五入したものであり、比率の合計が100とならない場合がある。

(注）

１
２
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第13表 調停に代わる決定事件数一事件の種類別
(地･簡）

特定公害等鉱害 交通農事宅地建物商事一般総数
ﾛ

1■ I■ ■ 再 ﾛ■ ﾛ■ ＝ ﾛ■ ﾛ■ ロ I■

:地代借賃年 型
８
－
”

’

８

｜
⑫

９
日
Ⅱ
Ⅱ
１
日
Ⅱ
日
日

坦
岨
一
”

２
’
一
旧

｜
ｊ

狸一皿一唖
１
’

岸

128

11

(8.6%）

１
’
１

０
’
０

１’０－”
一
一
①

平成27年 5,847

63

(1.1%)

1，667

14

（0.8%）

9,664

129

(1.3%) (100.0%）

1,682

23

（1.4%）

110

０
－
０
｜

二

〕

６
－
１
－
湖ゞ６

一

’

１

－

一
く

０
－
０
一

平成28年

■
■
・
■
・
■
・
■
■
■
■
■
■
ロ
ー
■

３
｜
至
蜘

旧
一
一
ａｌ

ｌ

｜
く

40

18

（45.0%）

里
Ⅳ
一
鋤

○列ユ冬－
１

－
勺
Ｉ
▲

１
〃
Ｉ
、

１
一
一

9,060

159

（1.8%）

5，650

86

‘(1.5%）

｜
；

７
－
％
ゞ
４

Ｇ

ｌ
６

ｌ
く

Ⅱ
Ⅱ
０
０
０
０
Ⅱ
Ｂ
８

ｌ

｜
ｊ

Ｏ
ｌ
２
ｌ
％

７
－
１
－
１

ｌ
｜

〃

．
７

５
’
６
｜
％

弱
－
１
－
，

山
く

0

0

〈
Ｕ
且
０

111

9

(8.1%）

型
４
－
”
８１

’
一
く

４
－
０
－
妙

一

一
０

｜｜①

平成29年 ’

’
１

８
｜
岨
一
胱

蛎
一
一
１

山
く

5,477

80

（1.5%）

8,415

129

(1.5%)

０
’
０
￥

1，822

19

（1.0%）

123

10

(8. 1%)

０
－
０

１
－
０
｜
帥

亜

０

－

０

｜
｜
く

26

6

（23.1%)

平成30年

唾
田
一
鋤

９
’
’
０

Ⅱ
Ⅱ
「
１
日

、
｜
咽

１
］

8,073

141

(1.7%)

｜

・
ｊ

型
亜
捌

０
－

－

１
Ｊ

・
く

５
’

一

(7.6%)；

1,549

22

(1 .4%)

1

1

（100.0%）

０
－
０
－

’

’
１
ノ

７
５
｜
船

３
’

’
６

１
｜
｜
⑬

227：

13:

(5.7%)：

’

一
〕

３
－
０
｜
％０

－

￥
①

19

3

(15.8%）

令和元年

’
１

蛇
－
６
－
淵

①

８
ゞ
一
①

4，719

85

(1.8%)

7,478

132

(1.8%)

1,286

17

(1.3%)

１
．
０

350

5

(1.4%）

０
〕
０

ワ
【

0

（0.0%）

型
４
－
”

ゞ

’

２

－

－

１

｜
｜
Ｉ

２
－
９
｜
蜘

肥
一
一
０

，
－

／
ｉ
、

１
’
一

日
日
Ⅱ
■
Ⅱ
１
０
０

３
｜
哩
矧

７
｜

４
ワ
竺

－

４ｉ

令和2年 6,199

74

(1.2%)

9,168

117

（1.3%） ２
０
ゞ
粉

８
ｌ
Ｊ
８

２
’
一
①

，

｝

１
－

０
－
０
｝

０
－
０

315

10

（3.2%）

１
８
８
Ⅱ
Ⅱ
■
■
Ⅱ
Ⅱ

坦
創
一
鋤

２
一
一
口

2

0

(0.0%）

33

4

（12.1%）

令和3年 1，061

19

(1.8%)

7,148

146

（2.0%）

｝

｝
〕

６
－
随
眺

的
－
２
－
２

，
く

０
一

１
｜
｜

1,521

14

（0.9%）

0

0

287

7

（2.4%）

０
－
０
－

5

0

(0,0%）

。
〕

６
－
２
－
％

３
６５く

288：

9：
‐~ ~~~一一一石

(3.1%)；

令和4年 973

21

(2.2%）

7,097

119

（1.7%）

10，171

170

(1.7%)
1,098

5

(0.5%）

O

0

2238

1

(12.5%）

０
’
０
｜

28

3

(10.7%)

269：
‐－－：

13’
‐－：

(4.8%)!

令和5年 985

1Q
ニ レ

(1.9%）

7，486
一 ‐寺内方

1．イ

（1.8%）

1 0,069

180

(1.8%)

5

(2.2%）

960

17

(1.8%）

0

0

７
ゞ
６
’
１

６
－
脇

１
｝

・竜

３

’

一
く

３
’
０
｜
帥０

ゞ

０

一
一

０
’
０
’

３
－
４
｜
妙

５
．

’
５７ｌ

■
・
■
・
■
８
－
』
■
』
■
』
■
・
■
・
■

獅一昭一岬一
1,372

10

（0.7%）

合和6年

０
’
６
’
１

”｜画一恥
，
一

７
－
く

10,758

187

（1.7%）

罹丁各欄中段の数字は異議申立件数､下段の数字は異議申立率(％)である。
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3家事調停事件関係

第14表 家事調停事件等新受事件数
(高･家）

審 判｜
指 数

新受件数茨:菱帳鴬”
噸｜棚’

調 停｜
｜＋上
’丁日

新 受 件 数獄
審 判’ 人事訴訟’

数 指 数（第一審）指

新受件数i 新受件数

綱|;淵｜｜:::|脈’

人事訴訟｜

(第一審）指

新受件数

数数数

０
８

１
７

５
９

６
９

４
８

■
■
●
■
■
●
■
■
■
■

０
６

５
９

７
２

７
６

５
７

０
９

９
８

８
８

９
８

８
８

１ ０
８

０
６

０
９

１

10，338

０
６

２
６

８
２

４
５

５
９

■
●
８
９
■
■
■
■
Ｐ
●

０
６

０
２

５
８

３
４

８
２

０
０

１
１

１
１

２
２

２
３

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

４
１

６
５

３
４

９
９

０
０

９
２

８
０

０
３

１
８

９
４

０
７

８
０

８
８

４
０

５
２

３
，
９
Ｊ
，
図
Ｊ
１
，
１

４
５

３
３

７
６

７
６

７
２

８
３

６
８

０
２

６
７

０
４

７
８

８
８

９
９

９
９

０
０

１
１

０
９

９
４

８
０

２
９

７
３

■
■
●
９
日
■
■
■
６
●

０
９

８
６

６
３

４
７

９
１

０
９

９
９

９
９

９
８

８
９

１１
１

２
０

３
９

７
４

４
０

８
２

５
３

３
１

７
８

５
１

８
７

３
８

４
０

６
８

３
６

１
，
，
，
，
，
，
１
分
，

０
０

９
５

６
１

２
３

６
８

４
４

３
３

３
３

３
２

２
２

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

令和5年

令和6年
４

７
０

２

０
８

，
，

０
９

１

２
２

８
４

５
０

３
７

４
６

９
８

３
７

２
０

５
０

９
８

０
１
１
＄
‘
，
９
，

９
９

８
０

８
８

９
１

(注）指数は､平成27年の新受件数に対する百分比である。

第15表 家事調停新受事件数一事件の種類別

(家）

令和6年令和5年令和4年令和3年令和2年年

件数 I 指数件数 ｜ 指数件数 ， 指数件数 ： 指数 件数 ’ 指数

卵
髄

６
｜
“
一

数
，

，
牛

鋤
ね

一弘一
１

１

種 別

128,472 98.1126,185 1 96．4数

数

力扶助

分 担

数 123,760 , 94.5132,556 ! 101．2総 130,936 100,0 叩一坪一班一郷一Ｗ
郷一皿一蠅一皿一岬皿麹一咄一理

錘一睡
‐
‐
‐
１
日

６
１
‐
Ｔ
Ｉ
Ｉ
‐
１
１
１
‐
‐

。

‐

Ｉ

。
‐
１
１

。

。

ａ
ｑ
４
ｌ
‐

４
１
１
１
１
凸
ｌ
Ｉ

ｌ
Ｉ
‐
’
１
‐

。

■

１
－
１
一
一

一

一
一
ｌ
ｌ

１
－
－
１
－
１
ｌ
１
一
一

一１

瓢
距

田
仙

妬
一
妬

師
一
調

調
一
ｍ
｜
布

過
一
両

鞭
蝿

瓢

８
ゞ

２
３

１
１

１

１１
１

３
２
．
７

２
１

１
４

７

。

４
－
９

０
’
４

９
４

９
４

４
０

５
２

８
１

，
７
，
１
，
｝
１
，
，

Ｉ
‐
‐
’
’
１
‐
ｌ
‐
Ｉ
。

。
‐
・
０
１
・
ｂ
Ｉ
‐
ｌ
‐
０
１
１
‐
１
１
‐
。
。
‐
Ｉ
‐
０
‐

‐
０
‐
‐
Ｉ
‐
‐
。
‐
‐
１
１
‐
。
ｒ
‐
‐
１
１
－
１
‐
ワ

・

加
妬
一
浬

”
一
弘

“
一
万

和
泊

肥
拠
一
卵

妬
弱

卿
鯛

２

－

５
２
ゞ
０

２
５

３
８

３
４

７
５

２
８

１
，
．
１
７
，
１
，
１
，
，
｝
Ｐ

９

㈱

１
３
ゞ
２

７
２

１
１

４
一
ｂ

７
２
ゞ
３
’

１
１

１

郷一ｍ一郷一証一恥一邪一
蝿一郷一恥一睡一岬套恥一岬一郷一証一脚

－
１
←

１
１

数

４
３
ゞ
７

１
３
ゞ
２

６
－
０

４
４

１
１

０
３

７
３

５
’
８
ゞ
６
’
６

７
１

７
’
４

７
’
９
－
５

７
９

７
ゞ
８

０

β
｜

８
》
２

０
’
９

８
’
３

６
’
３

４
３

５
２
》
８

２
９

Ｊ
，

，
，
｜
則
ｌ
毎
副
１
勺
一
“
４
部

心４旬
７
’

０
３

２
－
６
’
２

７
’

２
３

１
１

－

ｌ

諏一率一郎一”一迦一邸一躯一加一即晒
印一郎》唖一噸”｜型

０
￥
３
’
９

⑩
一
ｍ

ｍ
Ⅲ
一
，
一
ｍ

９
０
－
０

１
ゞ
８
’
９

０
１

１
’

１
１

１
１

〃
’
９
－
１
ゞ
５
’
４
’
８

６
’
９
’
９
－
６
－
〃
一
〃
－
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６
６

３

％
｜
詔
一
蛇
一
卵
一
蛇
一
妬
・
的
一
“
一
妬
一
泊
一
ｍ
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一
皿

飢
一
鯛

巧
１

１

０
２

１
１

１
３

７
－
０

３
０

８
４

４
３

２
２

０
’
８

７
２

９
２

２
ゞ
１

３
６

７
６

８
４

８
８

６
２

２
’
２

Ｊ
ｊ
－
β
ゞ
β

Ｊ
４

β
５
ゞ
２

９
１

２
ゞ

ゞ
２
’
７
ゞ
２
’
９

４
’
１

１
５
｜

ゞ
唱
一

８
－

－
２
’
３
’

’
１
，
１
“

｜

０
０

０
’
０

０
ゞ
０

０
’
０
’
０

０
０

０
’
０

０
’
０

０
■
宮
■
■
二
Ｄ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
｜
■
■

０
－
０

０
’
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０
－
０

０
０
’
０

０
０

０
０

０
０

０
ゞ
０
》
０

０
０

０
０

０
１
←
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

副
１
２
’
８

副
１
》
４
デ
ー
、
←
９

８
６
－
勺
１

〔
５

７
４

８
ゞ
、
）
’
６

５
６－墾一》毛狸一瞬一唖一吋恥一理一“｜率

盟一調←的一Ⅳ
６

３

９７
’
１

総

｜夫婦同居・協力扶助｜
婚 姻 費 用 分 担

，子の監護に関する処分

うち監護者指定

聖｜蕊皇鳶
第 うち子の引渡し

二財 産 分 与
調 一

停親権者指定・変更
扶 養

遺 産 分 割 等

｜寄与分を定める処分
特別の寄与に関する処分

謂求すべき按分割合に関する処分

：そ の 他

'総

４
’
３

０
’
７
ゞ
３

０
９

”｜昭一皿一渦一皿壬躯一”

２
８

５
．
３

７
．
９

７

２
Ｌ
｜
弘
亜
沁
一
岨

”
｜
叩

９
９
’
１

’
１

ｌ
①

Ｉ
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

。

■

・‐
‐‐

■

‐
‐
１
１

死
別

蛇
鯉

卵
一
師

閉
０

２
１

２
ゞ
７
’
９

５
Ｊ
，

，

５
ゞ
８

１
３

４
３

数

２
８

７
４

１
３

９
３

２
５

４
６

２
１

１
５

１
３
．
７

９
４

７
，

，

４
７

１

’

３
４

３

５
４
’
６
’
９

３
’
７

５
Ｌ

Ｌ
ｌ
Ｑ
ｌ
６

２
－
４

９
９

９
１

８
０

８
８

１
１

０
４
．
１

２
８

７
８

７
．
７

９
０

６
６

６
４

６
１

３
７

０
４

Ｊ
７

，
７
二
，

４
７

１
１
－
３

４
３

７
６

６
２

１
６

６

７
８

０
９

５
１

２
９

８
２

３
７

２
５

９
，

，
１
宮
，

６
９

１
１

３
４

３

４
’
２
－
１

Ｏ
７

６
ゞ
３

■
■
●
｜
早
■
・
■
■

７
７

５
’
９
’
１

１
２

９
ゞ
９

４
．
９
’
０

１
９

１
｝

１
１

９
７
ゞ
２

６
２
’
０

２

如
一
皿
ゞ
陞
一
調
ね
一
的
一
睡

３
９
Ｆ

８

’

１
’
１

３
４
’
４

０
０
’
０

０
－
０

０
’
０

日
■
０
■
・
■
叩
■

０
０

０
０
ゞ
０

０
’
０

０
０

０
０
’
０

０
．
０

１
１
．
１

’
’
１

１
１

|婚姻中の夫婦間の事件
一|婚姻外の男女間の事件

般離婿專に基づく慰謝料
調 一_､－－－

族 間 の 紛 争

縁

の 他

親
一
離

そ

停

５
’
６

４
８

３
４

４
３

６
７

７
９

２
３

９
３

２
２

２５
２

９
３

５
６

９
２

８
０

８
９

４
３

１
３

３
２

１
－

２
１

０
９

０
０

２
２

ね一駈一和ゞ“一田一鯛

81．1

82．4

86．3

67．3

75．0

85．8

合|総 数

便'協議離婚無効.取消し
相認 知
当 一一‐

す嫡 出 否 認

る|親子関係不存在確認
審，‐_‐ ‐‐__

判|そ の 他

４
２

３
０

４
５

７
８

３
９

３
３

５
２

２
２

４
３

２
１

〃
｜
Ｊ
ｌ
５
ｌ
４
－
６
ｌ
Ｊ

３
．
２

９
’
４

４
．
７

８
７

８
６

８
－
９

８
｜
〃

河
一
３
’
２

０
６
．
６

０
３
’
９

７
９
’
８

０
８

９
０

１
１

９
９

７
５

９
’
９

７
３

８
７

０
’
６

９
３
’
３

３
５
－
３

Ｌ
’

２６
｜
割
１

【
ｉ
ゞ
０
》
３

－
，

７
’
９

７
－
５

．
１

４

０
－
３

３
－
４

５
３

ゞ
’
’
一

３ ０
’
０
『
０
．
０
－
０
．
０

■
二
■
●
■
ｃ
ｑ

Ｏ
Ｏ
ゞ
０

０
０

０

０
０

０
０

０
０

１
１

１
１
｝
１

１

(注）指数は､令和2年の当該事件に対する百分比である。
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第16表 家事調停既済事件数一終局区分別

(家）

調停不成立調停成立 取下げ合意に相当する審判 その他調停に代わる審判

総件数
件数｜百分比(%） 件数｜百分比(％） 件数｜百分比(％）件数 百分比(％） 件数｜百分比(％） 件数｜百分比(%）

’

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

令和5年

令和6年

137,601 73,042 | 53.1

０
９
４
型
３
ｌ
Ｊ
７
－
８
４
Ｄ

田
Ⅳ
Ⅳ
亙
旦
唱
坦
四
型
卯

阜
ｊ
‐
１
１
１
‐
｝

‐
１
１
争
ｌ
‐
‐
１
１

１
‐
凸
、
■
Ｐ
‐
・
・
‐
ｉ
卜

“
‐
１
１

１
■
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

哩
加

師一咽一諏一唖一皿
班一恥一対

，
，
９
，
１
－
，
９
Ｊ
，
｝
９

型
型
型
型
空
理
一
望
坐
型
溺

1，8991

2，0591

1，933

1，830

1,796

1,528 1

1,693 1
－弓一一 一 一 一 一 一寸~_ ~

1,436 i

1,276 1

1.178 1

８
１
→
９

６
’
５

２
５

８
’
’
’
０

鑓
汚
一
団
兜
鯉
型
“

帥
一
妬
一
開

７
７
１
｝
１
．
１
．
１
３
，
，
０

３
４

５
６
’
８

９
２

２
３
－
４

－

一

一

一

一

１
１
’
’
一
１

郡一理一却一唖一“｜画即一哩一咄一服

６
８

５
３

７
６

４
４

４
５
’
１

７
９
７
壷
Ｆ
刀

９
８
←
８

６
２

２
『
２

２

哩哩哩一型一Ｍ一哩一哩一皿一，一”

独一郷一恥一岬一蠅一皿一皿一妬一蝿一画

５
’
８
’
’
’
３
ｌ
７
－
８
ｌ
７
－
０
ｌ
１
ｌ
１

且
４
４
４
－
４
全
４
旦
且
且

‐
‐
‐
寺
‐
‐
１
．
．
‐
１
１
今
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
．
．
‐
１
１
１
‘
！
。
‘
ト
ー
‐
１
１
１

挫一恐秘一和”｜州秘一秘蝿一鉦

皿
“
哩
邪
郡

墾
巫
坐
弧
泌

１
’

１
．

１
『
１

１

０’２－０－５－‐９－１－４
’２

３
泌
凶
的
一
兜
一
理
一
切
ｕ
弘
一
印

画
型
呪
一
“
｜
塾
堕
鍋

砥
一
砥

郵悲一郵一岬一岬

的
妬
鎚

墾
師
一
門

６
－
１
－
０

９
’
４

３
，’

３
Ｆ

９
－
勺
Ｉ
部
・
Ｉ
判

泌
一
塑
泌
迦
一
２

２

馴一蛭
Ｊ
ｌ
ｙ

９
５

週
一
昭

蠅一蝿一蠅一卿1 24,332

128，163

百分比は小数点以下第2位を四捨五入したものであり、比率の合計が100とならない場合がある。(注）

9



第17表 家事調停既済事件数一事件の種類及び終局区分別(令和6年）
(家）

合意に相当調停に代

葡モ”他既済総数 調停成立 調停不成立 取 下 げ す る 審 判審

｜‘淵‘閉
128,163 1 58,613 25,587 1 21,379 1,178

（100.0） （45.7） （20.0） （16.7） （0.9）

80,730 40,401 11,812 13,886 1 9,709 4,921

(100.0) (50.0) (14.6) (17.2) (0.0) K12.0) (6.1)

93 13 41 31 0 3 5

調停に代わ遥
審 判

合意に相当
す る 審 判

区 分
そ の 他取 下 げ調停不成立調停成立既済総数

種 別

ｊ

Ｏ
６

９
Ｌ

８
．
１

４
く

１

１

６
１

１
Ⅱ
▲
ａ

５
《
や

６

１

８
９

７
Ｑ

ｊ
く

１

１

９
７

師
６

Ｊ
－
上

１
く

２

ｊ

７
０

８
Ｑ

５
２

５
く

２

１

３
７

１
Ⅱ
ユ
■

β
妬

８
Ｉ

５

１

３
０

鴫
０

，
ｎ
Ｕ

Ｑ
Ｕ

１
上

○
色

ノ
ー
、

１

数総

ｊ
，

ｊ
ｊ

ｊ
｝

ｊ
ｊ

ｊ
ｊ

ｊ
ｊ

ｊ
ｊ

ｊ
ｊ

ｊ
ｊ

ｌ
１

５
４

３
４

４
７

９
４

６
０

６
０

８
９

５
６

８
２

７
４

６
４

０
６

９
１

４
８

０
５

２
６
－

個
一
妬
仏
一
腿
侃
妬
２
妬
個
←
肥
侶
配
凪
、
低
塑
侭
２
低
一
師
但
３
ａ
ｌ
６
２
２
２
ｍ

く

．

く
く

１

］

ｊ
’

１

．

ｊ
ｊ

ｊ
．

ｊ
ｊ

ｊ
ｊ

ｊ

皿
即
－
３
“
一
恥
嗣
一
鯉
㈲
｜
弱
”
｜
碓
唖
一
価
“
一
理
、
一
ｍ
い
』
加
睡
一
喝
“
一
蝿
紳
》
如
測
》
詣
叩
一
哩
妬
一
蛇
“

ｊ
一

ｊ

く

９
く

－
１

’
２

１
ｌ

く
４
く

０
０

ｊ
’

ｊ
・

』
｝

ｊ
ｊ
｝

ｊ
ｊ

ｊ
ｊ

ｊ

ｌ
①
》
０

①
’
０

①
’
０

①
－
０

①
－
０

①
０

０
’
０

０
０

０
０

０
０

０
１

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０
’

０
０
’

①
０

０
０

①
①

①
①

①
①

①
①

①
く
一

く
く

く
く

く

40,401

（50.0）
…~~孑示

1．

(14.0)

11,409

（52.7）

17，501

（51.3）

649

（31.2）

9,968

（56.8）

6，534

（50,3）

340

（24.0）

987

（52.3）

2，617

（59.9）

158

(31.6)

6,803

（42.0）

223

(41.3)

61

（19.7）

563

（64.8）

66

（34.7）

１
－

ｊ
’

１
．

ｊ
’

ｊ
ｊ

ｊ
ｊ

ｊ
ｌ

ｊ
ｊ

０
帥
－
３

の
－
２

⑳
－
１

①
’
２

①
７

０
６

０
ゞ
８

０
８

０
１

０
０

０
←
６

０
０

０
’
０

０
￥
９

０
’
０

０

祁
叩
－
９
ｍ
一
蠅
皿
一
蠅
皿
手
郡
皿
一
職
皿
一
恕
皿
一
哩
皿
ゞ
ゞ
唖
皿
一
卿
ｍ
一
別
、
一
“
、
一
別
、
一
馴
叩
一
郎
皿
一
四
ｍ

８
く

く
》
２

く
－
３

く
《

く
ｌ
く
《
ｌ

く
ゞ

く
く

く
く
－
１

く
く

り
一

０
’

０
１
．

数数

総
夫
協
一
婚
分
》
子
関

総

婦 同 居 ・

力 扶 助

姻 費 用
担

の 監 護 に

す る 処 分

うち監護者の指定

うち養 育 費

うち面 会 交 流

うち子 の 引 渡し

産 分 与

権 者 の
定 ・ 変 更

同 居

別

表

第

二

調|財

親
指

停

扶 養

|遺 産 分 割 等

寄 与 分 を
定 め る 処 分

特 別 の 寄 与 に

‘関 す る 処 分

|請 求 す べ き 按 分
|割合に関 する処分

そ の 他

７

６
５

６
ｎ
－
３
Ｄ

６
９
－
ｌ

Ｄ
ｊ

．

’
．
￥
９

６
Ⅳ

Ｌ
髄

２
－

２
の
￥
２

く
１

１
八

７
１
Ｌ

く

５
く

４
く

ｊ
ｊ

ｌ
ｊ

ｊ

２
３

２
２

６
２

２
１

２
２

卿
低
・
型

個
似

７
仏

咽
低

１
１

ｊ
ｊ

ｊ
ｊ

ｌ

２
４

９
３

３
２

５
７

５
８

４
５

別
４
３
鰯
ゞ
帥
犯
的
皿

八Ｍｗ
ｌＬ

９
１人

ノー、
〃ｆ、

戸ｈ〕
／
１
，

Ｆ（〕
／
Ｉ
、

ノ
ー
Ｋ

ｊ
ｊ

ｊ
ｊ

ｊ

５
０

１
０
’
０

０
０

０
’
４

１

０
ゞ

０
０

０
’

０
く
．

く
く

く
一

く

０
５

８
０

７
１

３
７

２
８

ｊ
ｊ

ｊ
ｊ

ｊ

鯛
羽
拓
躯
４
泌
帥
蝿
駈
弘

３
く

０
く

く
く

ｌ
く

１
１

18,200

（40.4）

1 6,020

(41.7)

53

（37.3）
,_iバイー
dbL

（20.5）
，,ﾌ房弄
lウイCD

（37.0）

ｊ
｝

ｊ
ｊ

ｊ
ｊ

蠅
皿
一
蠅
皿
一
哩
岬
一
河
皿
一
ｍ
皿

４
く
・
３

く
く

く
－０

１人
Ｒ
〕
「
１
－

‐１
１１

勺
１
．
４
４

ハ
ｕ

i総 数
一｜

i婚 姻 中 の

般'夫 婦 間 の 事 件

婚 姻 外 の

調 男 女 間 の 事 件

停|親族間の紛争
：そ の 他

１

３
２

２
５

１
くｊ

５
２０く１

１
４

５
３

５
２く １

２
７

７
９

Ｊ
４

１
く１

５
０

９
Ｌ

４
２く１

８
０

５
Ｑ

β
０

２
１く ｊ

２
５

１
１
▲
■

、

０く

合意に相当する

審 判 事 件

各欄下段の数字は、当該事件の既済総数に対する百分比である。
百分比は小数点以下第2位を四捨五入したものであり、比率の合計が100とならない場合がある。

(注）1
2
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第18表 調停に代わる審判がされた事件数一事件の種類別

(家）

年

令和4年 令和5年令和2年 令和3年 令和6年

種 別

８
－
４

釦
一
“

２
－
１

１
－9,592

1,242

12,635

1,393

1 3,451

1 ,460

14，890

1,510
総総 数数

３
》
１
－
６
－
９

２
８

０
６

９
ｌ
８
ｌ
９
ｌ
５
》
８
－
０

９
←
４

１
９

０
２

７
’
１

１
４

２
６

３
５

５
１

２

幸

一
８
－
３
－

宮
，

一

‘

。

，

．

－
１
ゞ

２

’

ゞ

→
４
．

｜

ｌ
ｌ
１
ｌ
０
ｌ
５
－
９
→
０

６
幸
３
’
６
－
４

４
４

１
４

８
３

３
０

３
１

０
｝
２
’
０

０
６

１
２

２
２

ゞ
７

５
６

１
一
喝

１
’
１
￥
３
’
９
ゞ
５

４
１

２
，

’

”

，
，

３

’

．

・
１

１

１
－
０
ｌ
１
ｌ
３
－
８
ｌ
３

９
９
ゞ
５
》
７
－
６

７
３

８
３

０
４

１
０

６

－

－
２
’
４
’
８

２
７

１
８
’
２

２
９

０
７

１
ゞ
６

－

５
ゞ
３
－
３

５
３

８
３

１
７

，

一

，

’
－
１
’

２
》

３

１
’
１
－
羽

胆

．

・
４
ゞ
３

，

｝

．

・
１
｜

２
》
０
－
兜
一
弘
一
ｕ
一
妬
一
門
一
皿
一
ｍ
一
別
一
羽
一
ｍ
一
卸
一
麹
一
“
焔
凹

８
－
虹

７
－
β
－
３
’
３
－
６

一

３
｜

’

１

－

，
・

１
２
｜

一

一

一

－

－
４

￥

｜夫 婦 同 居 ・

協 力 扶 助

婚 姻 費 用

別1分 担

｜子の監護に
表’関 す る 処 分

第 財 産 分 与
｜親 権 者 の

一’指 定 ・ 変 更

養調扶

停 遺 産 分 割 等
寄 与 分 を

定 め る 処 分

特 別 の 寄 与 に

｜関 す る 処 分

５
－
４
－
１
－
６
’
９
－
４

７
－
０

２
０

８
６

０
０

５
８

８
９
’
６
－
１
’
３
ゞ
２
ゞ
２
》
１

１
８

４
１

１
３

５
－
５
－

卦

’
３
一

一

β
２

１
Ｊ

。

２
’
一
一
一

一

’’３》

40

22

28

0

152

8

請求すべき按分
割合に関する処分

１
．
８

２
０
．
５

１
７

１
８

９
３

２

．

２
８

７
１

１
１

３ １
－
６

４
１
’
９

０
７

０
．
９

２
２
－
４

．

１
，
１

３
．
１

》

２
，
宮

４

ゞ

｜

髄
一
“

３
￥
０
’
４

１
６

７
６

３
８

１
１

０
４

ゞ

２
，
『

髄
一
“

３
￥
０
’
４

１
６

７
６

３
８

１
１

０
４

ゞ

２
，
『

０
６

１
０
－
５

０
５

１
４

４
４

２
１

８
０
．
１

１
１

４

｜

2,416

84

0

0

3

0

18

0

147

5

ト婚

一｜夫 婦

の
件事
一

中‐の一

因
間

血

婚 姻 外 の

般 男 女 間 の 事 件

離婚等に基づく

調 慰 謝 料

’親 族 間 の 紛 争
停

離 縁

(注）各欄下段の数字は、当該事件の異議申立件数である‘

111



第19表 家事調停既済事件数一審理期間別
(家）

平均審理
期間(月）

2年を
超える

2年以内1年以内6月以内1月以内 3月以内総数 ’1月総数
年

6.312,142

（9.3%）

１

９

－

％
３

－

１

４

’

１
１

〃
Ｉ
、

１
人

32,888

（25.2%）

33,773．

（25.9%）

40,170

（30.8%）

10,107

（7.7%）

130,519

(100.0%)

皿一け即一０一昨一何一即－０｜罪一け一卯
〃

令和元年

卵
一
”

８
’

１
寸
１
４

，
Ｊ
ｆ
、

句 n

J．乙37，422

(30. 1%)

15,187

(12.2%)

25，327

（20.4%）

35，466

（28.5%）

1 24,346

(100.0%)

9,121

（7.3%）
令和2年

7．42,882

(2.1%)

37，532

(27.0%）

19，047

(13.7%)

30,267

(21.7%)

9,919

（7.1%）

39，543

（28.4%）

139,190

（100.0%）
令和3年

7．21 5,229

（12.1%）

．

〕

６

｜

％
７

｝

２

７
２

，
ノ
ー
、

２

27，294

（21.8%）

34,354

(27.4%）

9,260

（7.4%）

36,515

(29.1%)

125，428

(100.0%)
令和4年

34，218

(27.5%）

15,453

（12.4%）

7．22,424

(1.9%)

36,084

（29.0%）

9,414

（7.6%）

26，739

（21.5%）

124,332

（100.0%）
令和5年

15，840

(12.4%)

１

６

－

％
０

ゞ

０

５
２

７
夕
ｆ
、

２

7－235，385

（27.6%）

27，847

(21.7%）

36，856

（28.8%）

’

１

９
％

２
６

７

．

７
Ｊ

』

〃
Ｉ
、

９

128,163

（100.0%）
令和6年

欄の下段は、当該年の総数に対する百分比を示したものである。

百分比は小数点以下第2位を四捨五入したものであり、比率の合計が100とならない場合がある。
(注）1

2

第20表 家事調停事件の平均審理期間(月）

(家）

令和6年

平成28年|平成2 931平成"牢|令和
平成30年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年平成28年 平成29年 令和元年平成27年

区分

全調停事件

別表第二調停

別表第二以外の調停

事件

第二調停

二以外の調停

事件

第二調停

二以外の調停

２
６

５
■
Ｂ
■

７
７

６

２
７

５
■
①
●

７
７

６

２
６

５
■
■
●

７
７

６

５
８

１
■
■
■

５
５

５

３
７

０
台
●
■

５
５

５

5.8

6.0

5.4

０
４

６
ａ
■
□

６
６

５

３
７

７
口
■
■

６
６

５

２
５

７
●
■
■

７
７

６

４
７

８

７
７

６

既
済
事
件

全調停事件

別表第二調停

別表第二以外の調停

６
０

６
■
■
●

６
７

５

５
０

７
■
■
●

６
７

５

６
０

０
■

６
７

５
０

■
。

６
７

２
７

４
●
●
■

５
５

４

４
９

６
口
■
■

５
５

４

5.9

6.4

5.1

８
３

９
■
■
■

６
７

５

１
６

２

５
５

４

６
２

７
●
■
ｂ

５
６

４

未
済
事
件

5．7 5．7

12



4各裁判所調停事件数

第21表 各地方裁判所民事調停事件数(令和6年）

新 受 ll 既 済 ｜｜未 済
3, 893 11 3, 895 11 1, 163

裁 判 所

総 数

東 京

横 浜

さ い た ま

千 葉

水 戸

宇 都 宮

前 橋

静 岡

甲 府

長 野

新 潟

９
９
７
５
９
‐
３
７
３
７
５
１

１
３
６
８
４
２
１
５

３
２

０
１

１

１ ４
７
０
４
８
３
１
４
０

７
‐
３

９
６
２
２
１

．
１
２

１

３

1, 008

134

75

77

45

17

19

58

7

39

21

大 阪

京 都

神 戸

奈 良

大 津

和 歌 山

499

98

125

23

27

9

３
９

ワ
ー
８
９

７
Ｊ

８
４
２

１

493

88

125

24

33

10

名 古 屋

津

岐 阜

福 井

金 沢

冨 山

６
５
６
４
１
５

７

200

25

29

26

12

15

194

24

32

29

1q
4 じ

17

島
口
山
取
江

広
山
岡
烏
松

２
３
８
１
５

７
２
４

０
６
７
１

７
６

７
２
４

Ｏ
８
３

１
Ｒ
Ｏ

１
１

福
佐
長
大
熊
鹿
宮
那

岡
賀
崎
分
本
島
崎
覇

377

38

52

40

81

62

35

112

６
２
９
，
２
７
５
２
８

３
１
１

382

39

56

42

82

59

36

115

児

台
島
形
岡
田
森

仙
福
山
盛
秋
青

103

30

14

11

13

10

〔
ｂ

Ｑ
〕

ｑ
〕
Ｑ
〕
（
Ｕ
勺
１

101

ワ医
白U

12

10

14

10

幌
館
川
路

札
函
旭
釧

７
３

７
－
７

６
１

〔
ｕ
Ｊ
ｎ
く
Ｕ

へ
ｕ
Ｊ
Ｆ
【
〕

（
ｈ
〕

．

１
１
４

４
０
１
４

２

高
徳
高
松

松
島
知
山

26

12

14

22

26

16

14

22

３
１
５
４

１

13



第22表 各地方裁判所管内別簡易裁判所民事調停事件数(令和6年）

未 済既 済新 受裁 半ll 所

総 数 7,20826，27811 25，744

東 京

横 浜

さ い た ま

千 葉

水 戸

宇 都 宮

前 橋

静 岡

甲 府

長 野

新 潟

1, 407

421

253

243

119

87

71

238

33

102

82

4，397

1，008

688

703

327

212

276

655

129

472

295

4, 501

1, 086

738

706

349

229

261

691

130

459

289

大 阪

京 都

神 戸

奈 良

大 津

和 歌 山

2，558

529

883

168

305

142

697

189

314

58

52

40

2，599

558

891

177

307

135

名 古 屋

津

岐 阜

福 井

金 沢

冨 山

2，073

307

527

172

176

237

2，091

312

518

162

202

236

395

53

98

28

63

30

島
口
山
取
江

広
山
岡
烏
松

434

287

397

135

112

109

78

148

24

38

420

280

418

131

119福
佐
長
大
熊
鹿
宮
那

岡
賀
崎
分
本
島
崎
覇

1, 276

144

203

414

388

347

300

486

1, 284

132

217

468

364

346

303

492

241

17

62

148

64

78

47

126

児

台
島
形
岡
田
森

仙
福
山
盛
秋
青

533

417

246

213

150

164

180

73

41

33

16

45

562

421

255

197

145

163幌
館
川
路

札
函
旭
釧

191

17

24

60

759

60

115

168

781

53

114

141高
徳
高
松

松
島
知
山

222

191

118

239

69

114

23

69

230

248

118

236

141



第23表 各家庭裁判所家事調停事件数(令和6年）

新 受

128，472

既 済 ｜｜ 未 済
128, 163 11 71, 04]

裁 判 所

総 数

東 京

横 浜

さい たま

千 葉

水 戸

宇 都 宮

前 橋

静 岡

甲 府

長 野

新 潟

14, 676

8，888

6，839

6，234

2，646

1, 900

2，067

3，784

949

2，057

1，597

15，598

9，127

6，536

6，223

2，423

1, 800

2，140

3，517

826

2，004

1, 680

9，688

5，108

4, 250

3，302

1，575

1，091

1, 070

2，196

572

1, 095

744

大 阪

京 都

神 戸

奈 良

大 津

和 歌 山

9，019

2，592

5，657

1, 342

1, 549

986

０
５
３
０
５
５

７
１
４
０
５
７

ｌ
６
２
９
８
４

ａ
Ｌ
ａ

8，968

2，671

5, 614

1，405

1, 576

973

名 古 屋

津

岐 阜

福 井

金 沢

富 山

4,475

913

894

294

468

395

7, 811

1, 765

1，956

567

1, 136

882

7，877

1，706

1，861

541

1, 114

895

島
口
山
取
江

広
山
岡
烏
松

1, 629

781

1, 137

319

295

3, 128

1, 445

2，239

548

532

3, 132

1, 503

2, 251

606

588

福
佐
長
大
熊
鹿
宮
那

岡
賀
崎
分
本
島
崎
覇

3,439

440

600

598

792

794

505

1，312

5，575

891

1，247

1, 252

2，245

1, 683

1, 239

1. 786

5，908

858

1，308

1, 216

2，165

1, 578

1, 254

2，033

旧
ダ 己

仙
福
山
盛
秋
青

台
島
形
岡
田
森

2，255

1, 984

902

998

711

1, 017

1, 246

722

316

504

273

409

2，293

1, 913

852

1, 073

696

987

札
函
旭
釧

幌
館
川
路

3，557

381

653

838

1，726

187

228

331

3，626

332

608

879

高
徳
高
松

松
島
知
山

565

439

345

721

１
３
２

９

７
６
７

９

Ｏ
７
６

３

Ｌ
上

７
５
８

１

７
３
６

１

Ｏ
７
６
５

ｊ

Ｌ
１
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資料7(機密性2）

令和7年5月29日

最高裁事務総局家庭局

令和6年度調停委員協議会机上配布資料（統計資料）につ

いてのお詫びと訂正

令和6年5月30日に開催した調停委員協議会の机上配布資料のうち、令和5年

度調停事件統計資料第19表の総数部分において、下記のとおり、数値に誤りがご

ざいました。

昨年度、同協議会に御出席いただいた皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしまし

た。ここに深くお詫びし、訂正させていただきます。

記

【誤】

第19表 家事調停既済事件数一審理期間月l1
(家）

平均審理
期間(月）

2年を

超える
2年以内1年以内3月以内 6月以内総数 1月以内

年

33,020 1 1,046 6．01,266d11,91 110,788 36．048130,519

平成30年
(8.5%）(32.1%) (25.3%）(27.6%） (1.0%）(100.0%) (8.3%）

12,14232,888 1,439 6－333，773 10,17010,107124,346
令fII元年

(9.8%）(26., 1%)(27-2%） (32.3､） (1.2%)(100.0%) (8.1%)

35,466 37,422 15,187 1 ,823 7.2139,190 9,121 25,327

令\ll2年
(18.2%) (25.5%） (1.3%)(26.9%） (10.9%)(100.0%) (6.6%）

37,532 19,047 2,88230,267 39,543 7.41125,428 9,919

令ﾎ113年
(31.5%) (29.9%） (15.2%） (2,3%）(100.0%) (2.1.1%)(7.9%）

2，77627,294 36,515 34,354 1 5,229 7.29,260124,332

令和4年
(27.6%）(29-.1%） (12.2%) (2.2%）( 100.0%) (22-0%）(7..1%)

26，739 36，081 34，218 2，4241 5,453 7-2124,332 9,414

令fII5年
(100.0%) (21.5%） (27.5%） (12.‘1%） (1.9%）(7.6%） (29.0Wi)

欄の下段は、当該年の総数に対する百分比を,I烏したものである。

百分比は小数点以下第2位を四捨五入したものであり、比率の合計が100とならない場合がある。

(注）1

2
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第19表 家事調停既済事件数一審理期間別
(家）

平均'器即

期間(n)

2年を

超える
1年以内 2年以内6月以内1月以内 3月以内総数総数 || 11

1 1 .0-16 1 .266 1i_(）33,0201 0.788 11,911134.079 36.() IH

平成30年
I(0.9Y,)(21．6％） (H､ﾕ恥）(31.3%)(100．0%） (8．0％） (。b・リ肺）

1 .l3910.170
d･ dD

m－j)2,H8H 12,1:1210, 1()7
口癖〕I~〕 ｰ~,）

･ヨトq〕、〃!)130,519

合和元年
<9.3％） (1.1％）(30.8%） (。5.2'1，）(7.7％） (25．9％）(l()0.(脱）

1 .S23 7.215.15737，122

６
岫

〆
ｂ

一
。

１
１

８
や宮

５
に

－
１
’nF,、!）了

当り、.）－01 2-1,316 q l‘)｜
L’ 弔 今 一 △

令和2年
(1.5％）(30．1％） (12.凶'ｷｾ）(7.3％） (20..1％｝(100．0％）

19,047〕7，532 2､S槌 i".』)9，54330，267139,190 9,919

令和3年
(ユ7．(A） (13.7%) (2．11｣）(7.1%) (21．7％） (28.-1％）(100．0％）
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機密性2

最高裁家二第599号

令和7年7月7日

地方裁判所事務局長 殿

家庭裁判所事務局長 殿

最高裁判所事務総局民事局第二課長

最高裁判所事務総局家庭局第二課長

令和7年度調停委員協議会の協議結果要旨について（送付）

5月29日に開催した標記の協議会の協議結果要旨を別添のとおり送付します。

同協議会の議論については、秋に各高裁で実施が予定されている調停運営協議会に

おいて、更に議論を深めていただきたいと考えています。

つきましては、本協議結果要旨を、調停委員を含む民事、家事調停を担当する職

員に周知していただくほか、今後の各庁における調停充実の取組並びに協議会（本

年度調停運営協議会を含む。）及び研修の企画を検討する際等の参考として、適宜

活用していただきますようよろしくお取り計らいください。

なお、本協議結果要旨については、courtsポータルにも掲載しています。



【機密性2】

令和7年度調停委員協議会協議結果要旨

最高裁判所事務総局民事局

最高裁判所事務総局家庭局



|民事調停関係’

第1 民事調停におけるウェブ会議の利用状況並びにウェブ会議の活用

を踏まえた民事調停の質及び利便性向上に向けた工夫等

民事調停におけるウエブ会議は、令和6年7月までに全国の簡易裁

判所において運用が開始された｡ これを踏まえ、本協議会では、民事

調停におけるウェブ会議の利用状況、メリット・懸念事項、効果的な

活用の場面や工夫例等について議論がされた。その概要は、以下のと

おりである。

1 ウェブ会議の実施状況、調停委員としての感想、当事者の受け止め、

ウェブ会議を利用する際の懸念事項等

［実施状況、調停委員としての感想及び当事者の受け止め］

・ ウェブ会議の実施状況は、昨年11月頃までは数件程度だったが、

昨年12月以降は20件近くまで増加しており、増加傾向は今後も

続くのではないかと考えている。家裁では先行してウェブ会議が始

まっていたため、家裁兼務の調停委員には一定程度の経験があり、

大半がウェブ会議に違和感はない一方で、簡裁のみの調停委員は全

く経験がない、あるいは数件程度の経験しかなく、操作に不安を感

じる者もいる。また、パソコンの画面が小さく、外部スピーカーが

ついていないことから、相手の表情や感情、細かなニュアンスや意

向が確認しづらいといった感想もあった。

・ 当庁では昨年の6月からウェブ会議を開始し、約90回のウエブ

会議を行っている。

・ ウェブ会議の件数は増えてきており、約3割の事件で利用されて

いる。調停委員からは、ウェブ会議の運用開始前から開始直後の間

は不安の声も聞かれたが、裁判所でのウェブ会議に関する研修を受

講したことで、現在ではウェブ会議にも慣れて、特別なものという
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受け止めはなくなった。

・ 管内の簡裁11庁中6庁でウェブ会議を実施している。実施して

いない庁では、ウェブ会議を行う体制が整ってはいるが当事者から

要望がないため実施していない。ウェブ会議を実施した感想は、特

に遠方の当事者等からの需要があると感じる。

・ 当庁ではまだ活発に利用されている状況ではない。ウェブ会議を

行った感想としては、画面に代理人ばかりが映り、当事者の顔が見

えなかった事案では、当事者の表情や仕草が確認できず、当事者が

どう感じているのかが把握しづらいと感じた。対面の調停手続では、

直接の対話を通じて相互理解を深めてきたが、ウェブ会議ではまだ

手探り状態である。

［ウェブ会議を利用する際の懸念事項等］

・ 通信環境について、音声や映像が途切れる不具合があった。本来

は期日前に接続テストをすべきであり、今後は接続テストを確実に

行っていきたい。裁判所と調停委員の間で、年3回の意見交換を行

っており、ウェブ会議の利用の仕方やトラブルの原因等に関する情

報交換を行っている。

・ 現在は代理人がついている事件のみでウェブ会議を行っているが、

今後当事者にもウェブ会議が広がった場合に、録音や録画がされな

いかを懸念している。また、多くの簡裁ではパソコンが1台しか整

備されていないため、ウェブ会議の件数が増えても対応できないこ

とがあるのではないかと危倶している。

2 ウェブ会議の効果的な活用場面並びに民事調停の質及び利便性向

上に向けた工夫例等

［効果的な活用場面］

・ 代理人弁護士の事務所からウェブ会議を行うことが大半だったが、

2



遠方の当事者本人が自宅からウェブ会議に参加することもあった。

他の調停委員からは、当事者同士が顔を合わせることを不安に思っ

ている事案や暴力沙汰になることが懸念される事案ではウェブ会議

は非常に有効ではないかという意見もあった。

弁護士事務所から接続することが大半だが、当事者本人が遠方に

所在する事案や安全確保に配盧を要する事案等で活用した例もある。

調停手続の身近な紛争解決手続としての意義も考えると、当事者等

が遠方に所在しており、交通費等により費用倒れになることが懸念

される事案では、ウェブ会議は非常に効果的である。また、当事者

が非常に感情的になっている事案や直接顔を合わせたくないという

希望がある事案でも、ウェブ会議の活用が効果的である。

・ 調停では、相手方住所地の裁判所に申立てをし、調停期日の際に

は当該裁判所に出頭する必要があることを理由に、当事者が調停と

いう手段を選択しないことがある。そういった観点から、双方当事

者や双方代理人がそれぞれ遠方の事案では、ウェブ会議の利便性を

感じた。

[工夫例］

・ 画面越しだと当事者と視線が合わず、意思の疎通が取りにくく、

また細かいニュアンスが伝わりづらかったため、カメラの位置や画

角、調停委員の座る位置を変えて、視線が合うよう工夫した。

・ 代理人弁護士がウェブ会議に慣れておらず、調停委員から「ロビ

ーで待機をしてください｡」とお願いしても接続を切ってしまうこと

があったため、今は「調停委員の方で操作をするので、接続はその

まま維持しておいてください。」と説明している。また、ウェブ会議

についての弁護士の認知が低いと感じたため、裁判官及び調停委員

をしている弁護士等において、ウェブ会議の周知活動をしている。

3



調停委員も高齢化しており、ウェブ会議に慣れておらず、発言が少

なくなる者もいるため、年に2回程度、ウェブ会議におけるスキル

の向上等の教育を行う必要があると感じる。当事者がウェブ会議を

利用したときに、まだ過渡期だと思われるのではなく、ウェブ会議

を使おうと思ってもらえるようにすることが大事なのではないか。

・ ウェブ会議の場合は事前に書記官が電話で当事者とやりとりをす

ることもあると思うが、書記官がその時に得た当事者の人柄等の情

報を調停委員に共有してくれたことがある。こうした情報は、調停

委員が当事者と円滑にコミュニケーションをとる一助となるため、

書記官との情報共有は有益である。

[その他］

・ ウェブ会議用の機器について、二人の調停委員が一つのパソコン

の画面を見る形でウェブ会議を実施すると、相手の表情が見づらい

ため、大きなディスプレイが整備されることが望ましい。

. 画面が小さく、見づらいため、モニターを大きくした方がよいと

感じる一方で、調停室や机の大きさを考えると、手元のスペースが

狭く感じる面もある。

(裁判官参列員のコメント）

ウェブ会議の実施状況は月に五、六十件であり、4月は85件実施

した。期日が入りづらい時期でも、ウェブ会議であれば期日が入るこ

ともあり、ウェブ会議によって期日調整が効率的に行えるというメリ

ットを感じている。また、第三者による関与や録音が懸念されるよう

な事案はなかった。ウェブ会議では、当事者の出頭の負担を減らすこ

とができるとともに、待ち時間も有効に活用でき、調停委員会側とし

ても、当事者の交代の際に待合室に呼びに行く手間も省ける。

(書記官参列員のコメント）
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当庁では、昨年5月のウェブ会議の開始から190件程度、月平均

で20件前後ウェブ会議を実施している。時期によって件数が変化す

ることはなく、ウェブ会議に適した事案の件数の多寡によって実施件

数が変化した。弁護士などの代理人がついている事案から運用を開始

し、現時点におけるウェブ会議の割合は、正確に数値を取っているわ

けではないが、1割に満たない感覚である。当事者本人の事案でもウ

ェブ会議を実施しており、ウェブ会議の前にチェック表を利用しなが

ら、本人であること、接続場所及び同席者の有無を確認し、非公開の

手続であることを説明して了解を取るというフローを採っており、現

時点で問題があったケースはない。接続状況に問題があったため、急

邊電話会議に切り替えたケースは、一、二度あった。現在は、当事者

本人がウェブ会議を行って問題があった事例を集積し、検討していく

時期に入ってきているのではないかと感じる。ウェブ会議を利用した

調停委員からは、争点整理の手続の場面ではウェブ会議は利用しやす

いが、説得・調整の場面では対面の方が望ましいとの声も聞かれるた

め、どのような場合にウェブ会議を使った方がよいのかについても、

検討する必要がある。

第2 民事調停の利用を促進する広報活動

民事調停の利用件数は近年減少傾向が続いており、民事調停が今後

も多くの国民に利用される手続であり続けるためには、民事調停の運

営改善だけでなく、民事調停の魅力を積極的に発信することも不可欠

であると考えられる。このような観点から、本協議会では、民事調停

の利用を促進する広報活動について、各庁の実情や工夫例を共有する

とともに、限られた資源の中で、効果的に広報効果を上げるためのア

イデアや工夫等について議論された。その概要は、以下のとおりであ

る。
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○ 各庁における広報活動の取組状況や実情等並びに民事調停の利用

を促進する広報活動を実施するために効果的と考えられる取組や工

夫例及び広報活動の種類や対象別の留意点等

［メディアを利用しない広報活動］

今年は、市民に対して年1回、行政に対して5回、説明会を実施

した。市民に対する説明会では、従前から指摘されていることでは

あるが、一般的な手続相談を超えて、個別の紛争について相談され

ることがある。行政に対する説明会については、ある自治体に声を

かけても、反応がよくないため、調停委員側も的確な機関や団体に

アプローチをしているのかを検討する必要がある。別の自治体では、

家事と民事を隔年で開催しているが、終了時間になっても質問が続

くこともあり、潜在的な需要があると感じた。また、弁護士に民事

調停が紛争解決に使えると思ってもらうことも重要である。調停に

時間をかけても調停不成立で終わってしまうのであれば、最初から

訴訟を選択しようと考える弁護士もいるが、弁護士が積極的に調停

で解決しよ うと考えるようになれば、民事訴訟から調停に事件が流

れてくるのではないか。立証が難しい案件等に調停を使ってもらえ

るとよいと思う。

調停手続相談については最高裁の委嘱のものに加えて、従来から

簡裁単位の調停協会が主体となって、管内の自治体の委託を受けて、

定期的に調停手続相談を行っている。調停手続相談に訪れる市民の

数が少なく、相談員として関わっている調停委員からは、広報活動

として実効性には疑問があるとの感想が聞かれた。行政機関の相談

担当者向けの民事調停制度説明会に力を入れており、裁判所と調停

協会の共催で、年1回開催している。裁判所で実施し、警察署と自

治体の相談窓口の担当者に参加してもらい、簡裁の裁判官による制
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度説明や模擬調停を実施している。模擬調停は独自のシナリオを作

成し、裁判官と調停委員が役を実演している。模擬調停後に、質疑

応答と調停室の見学をして、参加者に対してアンケートを行ったと

ころ、調停の実情が分かったとの感想が聞かれた。他にも、労働局

の職員を対象とする見学会を開催しており、裁判所において、調停

についての講義、調停室の見学並びに裁判官及び調停委員との座談

会を行った。また、民生委員・児童委員の方を対象とする研修の中

に出前説明会を組み込み、七、八十人に対して説明を行った。調停

委員による調停制度の説明、日調連のホームページに掲載されてい

る過去行われた模擬調停の動画の視聴、質疑応答を行い、参加者か

らの評判は非常に良かった。

調停協会と弁護士会の間で意見交換会を実施しており、調停委員

をしている弁護士や調停事件の代理人をしている弁護士で、それぞ

れの立場から、調停成立に向けたよりよい方法について、ざっくば

らんな形で発表し合った。最高裁から委嘱されている調停手続相談

を年に1回実施していることとは別に、自主的に調停手続相談を年

に4か所で実施している。

調停協会と自治体で共催して、セミナーを年2回、 調停相談会を

年6回実施している。セミナーでは、第1部で、書記官に調停制度

の一般的な手続とメリットについて話してもらい、第2部で、弁護

士調停委員がテーマを決めて講義している。市民にも参加してもら

い、昨年は交通事故、今年は不動産賃貸借に関する解説を内容とし

たセミナーを行った。セミナーでは、日調連のホームページに誘導

する紙をティッシュに入れて配布している。調停相談会も実施して

いるが、他庁と同様に個別紛争についての相談がされることもある。

一般市民向けの相談会よりも、行政窓口担当者向けの相談会の方
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が、広報の効果があると感じる。最高裁からの委嘱事業では、まず

は一般市民向けの相談会を行うという制度になっているが、今後は

行政窓口担当者向けの相談会を中心とする方向にシフトしていけな

いか。調停制度を理解してもらうためには、裁判所から制度につい

ての説明を受けてもらい、模擬調停を見てもらい、庁舎見学をして

もらうことを通じて、裁判所を身近に感じてもらう必要がある。こ

ういった活動を継続的に行うことで、より広報の効果が出ると考え

ている。

・ 調停手続相談事業について、通りすがりの人にも立ち寄ってもら

えるようなイベント性を持たせた事業を検討している。具体的は、

10月に交通量が多い地下街の空間で調停を題材とした落語の動画

や裁判所の調停動画を視聴できるスペースを設けて、その横で相談

会をやれないかと検討している。

・ 調停官において調停に関わっていない弁護士に対して調停手続の

説明等を行う機会を作ったり、司法修習生を調停期日に同席させ、

事後評議の後に調停官や調停委員に対する質疑応答の機会を作った

ことがある。

[メディアを利用した広報活動］

・ 調停手続相談事業のポスターについて、自治体から、ポスターを

貼る場所がないため、自治体のホームページに掲載することができ

るデジタルポスターが欲しいという要望があったため、検討してい

ただきたい。他の調停協会がどのような広報活動を行っており、ど

のような成果が出ているのを知りたいため、他の調停協会とリモー

トで意見交換したいと考えている。

・ 自治体と共催という形で行っている調停手続相談では、チラシを

自治体の役所に置いてもらったり、市民便りに掲載してもらったり、
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自治体のXでイベント情報を発信してもらったりしている。

法律相談がウェブでできるため、その前段階の手続の相談であれ

ば、わざわざ調停手続相談に来てもらわなくても自宅からウェブ会

議で実施できるとよいのではないか。

落語家と民事調停を題材とした動画を作成して、現在は調停協会

のホームページに掲載しており、家事調停に関する新作の落語も検

討している。また、調停を題材とした漫画の作成にも着手している。

調停委員が作成した4コマ漫画であるが、漫画であれば若者にも親

しみやすく、相談会でも配布しようと考えている。SNSでアップ

してもらえば、より多くの人に拡散できると考えている。

調停協会として、世界的に大手のオンラインサービス会社のアカ

ウントを持ち、会員へのデータのメール送信、同サービスで提供さ

れているデータ保存サービスを利用した資料配布、ブログ作成に活

用している。ブログに調停手続相談の記事を掲載しているが、天候

悪化によって行事が急邊中止になった旨を参加予定者に通知するの

にブログを活用できた。調停協会のポスターにブログのリンク先を

掲載し、ブログの認知度を広める活動もしている。また、同サービ

スで提供されているアプリを活用して、調停協会の総会のオンライ

ン投票にも利用している。アカウントの管理については、専用パソ

コンを使用して、二段階認証を導入している。

地域FMで調停制度の特集を組んでもらったことがある。

以前は放送局出身の調停委員がいたため、一般市民向けの広報に

協力してもらったこともあったが、その調停委員が辞めた後はその

広報活動を続けることができない。ウェブサイトを充実させても、

そもそも閲覧してもらえないと意味がない。民事局や家庭局の動画

の更なる充実を期待している。
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(裁判官参列員のコメント）

民事調停の広報は費用対効果という観点から広報が響く人を対象に

することが大切であって、具体的には何らかのトラブルを抱えている

人又はそのような人から相談を受ける人を対象にして広報活動を行う

と効果が高い。裁判所に来る人は何らかのトラブルを抱えている方が

多く、少なくとも裁判制度に関心を持っている方が多いため、最高裁

と作成した広報動画についてもポスターを作成して、そこに広報動画

のリンクを表示して、庁舎内にそのポスターを掲示したり、消費生活

センター等を訪問して広報を行うことを検討している。また、年に1

回、弁護士に対し、民事調停の制度説明を行っている。

(書記官参列員のコメント）

裁判所の窓口に来た人にアンケートを実施したところ、弁護士会、

司法書士会に加えて各種相談機関で調停手続を知り、利用した人が多

いという実情が分かったため、上記各種相談機関を対象に、年間6回

から8回程度広報活動を実施している。各種相談機関とは、労働局、

行政評価局、消費生活センター、法テラスなどである。広報活動の内

容は、裁判所において、職員による講義、庁舎見学を実施した後、座

談会等に調停委員も参加して、生の声を届けている。当庁では東京簡

裁が作成した動画に遷移する二次元コードを記載したチラシを作成し

ているが、この見学会に来ていただいた方にもこのチラシを配布して

いる。なお、裁判所の窓口で実施したアンケートの分析からは、どこ

にも相談せずに調停申立てをした方が3割程度いるということも分か

っているため、一般市民向けの広報の方法も検討する必要があると考

えている。今後、動画のリンク先を記載したチラシを、法廷に団体傍

聴に来られた一般の方にも配布する方向で検討している。
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|家事調停関係’

第1 期日間隔短縮に向けた取組の更なる推進と調停委員が果たすべき

役割

各家裁において、コロナ禍以降、調停運営改善の取組が進められて

いる。その中でも、特に期日間隔短縮に向けた取組について昨年度か

ら力を入れており、調停委員協議会や、調停運営協議会においても、

各庁の具体的な取組、工夫例等が共有された。

もっとも、家事調停事件の期日間隔については、コロナ禍以降に全

国的に大幅に長期化し、いまだコロナ禍以前の水準にまで回復してお

らず、このような調停期日間隔の長期化傾向は、事件解決までの審理

期間の長期化につながっているのはもちろん、当事者間の話合いの機

運の維持・向上といった観点からも問題であるとして、裁判所外部か

らも厳しい指摘があり、家事調停制度や家裁の紛争解決機能に対する

国民の信頼を揺るがしかねない状況にある。今後、令和8年5月まで

に改正家族法が施行されると、新しい手続等が導入され、一定の事件

数の増加も見込まれるところ、このような改正法の趣旨・内容に沿っ

た適切な調停運営を行っていくためにも、期日間隔の短縮は、今年度

中に早期に成果を出す必要のある喫緊の課題といえる。

そこで、今年度の調停委員協議会においても、期日間隔短縮に向け

て、実効的な取組を継続するための工夫例や、課題解決のための具体

的方策等について、協議がされた。その概要は、以下のとおりである

（第1については、各家裁単位でどのような取組が行われているかを

還元する趣旨から、発言した協議員の所属裁判所を「A家裁」などと

表記している。）。

1 各庁において実践している期日間隔短縮の具体的取組及び調停委

員が主体的に実践すべき事案・手続段階
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(A家裁）

事件件数は全般的に増加傾向にある中で未済は減少している。また、

平均審理期間・期日間隔も短縮している。特別な取組をしているとい

う意識はないが、具体的な取組を紹介する。

① 第1回期日指定は事件受理から1か月以内に行う、調停委員への

新件依頼は電子メールで行う、調停室の稼働状況もデータで管理す

るなど、書記官室において効率的な運用をしている。

② 次回期日について、従前は、1か月先を目処に指定していたが、

現在は、3週間先を目途に指定するようにルールを定めた。もっと

も、事案によっては、1，2週間先に指定するものもあれば、遺産

分割など数か月では終わらない事案は次々回期日を指定すること

とし、1か月程の間隔で期日を指定する、養育費･婚姻費用調停事

件は2回での終了を目指すなどメリハリをつけている。裁判官とも

認識を共有している。

③ 弁護士などが裁判所に出頭できない場合は、一時的に電話会議・

ウェブ会議へ切り替えている。

④ 次回期日が2か月後になる場合は、その理由・事情を調停委員か

ら裁判官・書記官に説明することになっている。

裁判官との評議も段々と充実したものになっており、審理全体がス

ピードアップしていると感じている。職種間の連携についても、調査

官の臨時の期日立会いも含めて、調査官室と調停委員との連携が良好

であると感じている。

(B家裁）

期日指定に関して、以下のような取組を行っている。

① 次回期日は、5週間以内に指定している。5週間を超える場合に

は、裁判官にその理由を説明し、了承をもらい、チェックシートや
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経過メモに理由を記載している。

② 次回期日調整の際に、当事者に次回期日で行う内容を伝え、認識

を共有している。書面の提出期限を、期日の10日～1週間前と設

定している。書面の提出期限について、裁判官・書記官と意見交換

したところ、期限を守っていないケースも散見されるという意見が

あった。そのため、調停委員において、当事者に、書面提出期限を

念押しした上、「当事者用記入メモ」に、その日の期日の結果、次回

期日までの準備事項、提出書面等を記入してもらい期日を終えるよ

うにしており、書記官にも、準備事項や提出期限等を経過メモ等で

伝えている。

③ 期日は、基本的に午前、午後各1枠とし、成立事案や、経過報告

が中心となる事案において午後2枠目を利用している。

④ 遺産分割など紛争が長期化する事案は、2期日指定をするように

している。

3年程前から、毎月1回1時間程度、調停委員・裁判官。調査官・

書記官計15名程が参加して「調停充実委員会」を開催している。協

議内容としては、調停運営の改善、期日間隔短縮に向けた方策につい

て意見交換を行い、本庁・支部・出張所の調停委員に結果をペーパー

で還元している。

特定の調停委員が事件を多く抱えているため、次回期日までの期日

間隔が長期化する傾向がある。そのため、書記官室において調停委員

の件数の調整を行っている。

これらの成果により期日間隔は短縮傾向にある。昨年4月～9月ま

でと同年10月～本年3月までの平均期日間隔を比較したところ、7

日程度の短縮が図られた。

(c家裁）
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調停委員の認識について、月1回の期日を原則とし、書記官から個

別の声掛けをしたり、裁判所から調停委員に対して「調停回覧板」を

月1回発行したりすることで、情報共有が図られた。また、次回期日

表の書式を改定し、期日間隔を短くする取組を行っている。

2期日指定にも取り組んでいる。

期日を指定しやすくするために調停室を2部屋増やした。ウェブ会

議用の機器をよく使用するため、他の係から借用しているが、さらな

る機器の充実が望まれる。

期日を効果的に行うため、事前評議の強化を図っている。

代理人の書面提出期限を短くするため、記載してもらいたい内容を

具体的に指示する取組をしている。

調停官担当事件の期日は週1回であり、次回期日の調整が困難とな

ることもあるため、裁判官の担当曜日に柔軟に振り替えるという取組

をし、期日間隔が長くなりすぎないようにしている。

遺産分割は、調停委員も知識を蓄えなければ対応できないため、初

心者用の調停委員研修を行うほか、中級者用のツールを新規作成し、

遺産分割事件を担当できる調停委員の裾野を広げている。

(D家裁）

基本的に午後2枠制は定着しつつある。午後1枠目は1時15分か

ら、午後2枠目は3時又は3時半からとしている。以前は、午後2枠

目には成立見込みの案件だけを指定していたが、ここ1年くらいは、

第1回期日も午後2枠目に指定するようになっている。物理的に枠が

増えたことで、期日が円滑に指定できていると思う。

午後2枠制を設けたことで、午後1枠目の期日が延長したときに、

午後2枠目の期日の調停室の調整が必要になるというあい路がある。

調停委員控室に、当日の期日表とともに、次回期日用の調停室の空

l14



き状況も掲示している。これにより、2か月先頃までの調停室の状況

が分かるため、調停委員が事前に空き状況を把握できるようになり、

スムーズに次回期日の調整ができている。

次回期日までの書面提出期限を定め、当事者に守ってもらうように

しっかりと伝えている。期限までに提出されない場合は、書記官から

電話をかけて提出を促し、期日の空転を防いでいる。代理人が就いて

いない事案の場合、当事者に対し、期日終了時に、次回期日の予定、

準備事項、書面提出の必要がある場合の提出期限を定型メモに記載し

て渡している。

(E家裁）

2期日指定を原則化している。調停委員が主体的に実践すべき事項

という観点から、2期日指定をする理由を代理人弁護士・当事者に説

明して理解してもらうことが必要だと考える。裁判所の運用というだ

けでは当事者に納得してもらえない。相調停委員と調停の進め方につ

いて打ち合わせをして、例えば、婚姻費用と離婚調停が同時進行して

いる場合には、次回は婚姻費用を集中的に話すことにすることで、提

出資料も少なくでき、短い期間で次回期日を入れることができ、財産

分与などの込み入った話になる場合は、少し時間を空けて次々回に協

議するなど、調停の進行を話し合って決めている。

午後2枠制を原則化しているが、午後1枠目の期日が延びた場合に

備え、午後2枠目に指定する期日数を制限して、調停室に余裕を持た

せた状態で運営している。

ウェブ会議用パソコンの台数が限られているので、代理人弁護士か

らウェブ会議利用の希望を受けても、ウェブ会議を実施できる部屋に

限りがあり、ウェブ会議での期日調整が容易でない場面もある。その

場合は、次回期日について電話会議が利用可能であれば、電話会議に
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切り替えるなどして対応している。

書面について、提出まで求める必要があるかという見極めが必要で

ある。裁判官との中間評議により、書面提出を求めるか、次回期日に

口頭で主張だけ求めるのかを検討している。主張だけを求める場合で

あれば、2週間程度で次回期日を指定することも可能となり、期日間

隔短縮につながっていると思う。

(F家裁）

2期日指定は行っているが、ウェブ会議用の機器の台数に限りがあ

るため、2期日指定をすると他の事件でウェブ会議が利用できなくな

り、期日調整が難航する。また、どの事件でウェブ会議を実施するか

についても調整が必要となる。

(G家裁）

代理人が就いている事案を多く担当しているが、書面提出の対応方

法として、次回期日までに準備する書面について、事案ごとに準備に

何日ぐらいかかるかを確認し、当事者との打合せにかかる時間・金融

機関等に問い合わせる時間等も確認し、代理人の理解を得て、準備期

間を共有している。また、提出期限に関しても、裁判所側の確認にか

かる時間について代理人と共有を図っている。双方に代理人が就いて

いる場合は、両代理人のみ同席して、準備事項に関する協議を行い、

どちらが何を準備するか等も協議して理解を得ており、そうすると順

調に準備がなされる。これによって、裁判所側も余裕をもって事前確

認ができる。

双方代理人が就いている事案は、出頭期日を同時刻にして、期日の

始めに、その日の期日の進行を協議し、当事者本人も出席している場

合には、どちらからどれくらいの時間話を聞く予定かを明確にした上

で、調停を進めている。その日の時間割を最初に決め、調停委員と代
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理人との間で共有して期日を進める工夫をしている。

(H家裁）

・ 午後2枠目を積極的に活用するため、裁判所から対象となる事案の

方針が示されている。具体的には、成立見込み、不成立見込み、論点

が相当絞られており時間が短くても期日を開くメリットのある事件、

双方代理人が就いていて同席が可能な事案、論点整理が可能な事案に

おいて、午後2枠目を積極的に活用するよう方針が示されているので、

調停委員も積極的に活用しようという姿勢になっている。

・ 続行期日は5週間以内に指定することを厳格に行っている。5週間

を超える事件について、主に当事者と日程が合わないこと、遺産分害ll

等準備に時間がかかることの2点が理由に挙げられるが、この場合に、

午後2枠制を利用する、逆に短い間隔で次回期日を指定するといった

進行ができないかを、チェックするシートが作られている。

・ 準備事項の提出期限・課題を当事者に明確に示した上で、円滑な調

停ができるよう工夫している。

(裁判官参列員のコメント）

・ 期日間隔の短縮について、次回期日が2か月先になった場合、調停

委員としての経験年数が浅いときは長いと感じても、経験年数が長く

なるとこんなものかと思い感覚が麻庫してくる。しかし、利用者のニ

ーズを考えて、調停期日間隔を短縮しなければならないという認識を

持つ必要がある。そのための取組も広がっていると感じた。

・ 裁判所全体で早期の期日指定を目指すなど様々な取組をしている

中で、なかなか期日間隔を短縮できない理由の一つとして、当事者の

準備の期間が挙げられていた。調停を充実させるためには、期日間に

当事者に準備をしてもらう必要があるが、この準備時間を確保しなが

ら、どう期日間隔を短縮するかというところが、一つの悩みどころだ
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と感じた。その中で、書面の提出が必要か、期日において口頭で主張

してもらうだけで足りるか、書面提出を求めるとしてもどの点につい

てどういう書面を求めるのかを明確にすると、期日間隔の短縮につな

がるのではないかと思う。

・ 当事者の準備事項について、当事者の納得が得られないときは、評

議を活用してほしい。当事者に求める準備事項の内容や審理の計画・

方針などを決めて進めていくことができるので、評議の充実も大切だ

と思う。

・ 当事者や調停委員の予定と期日が合わないという問題についても、

どこの庁でも調停日以外の日に期日を指定するなど柔軟な対応も心

がけていると思うため、裁判官との評議や、書記官室への相談をして

ほしい。例えば、当庁では、最近、「きょうだい係」という制度を試行

している。月水が調停開廷日の裁判官と火木が調停開廷日の裁判官と

が「きょうだい係」となり、調停開廷日に期日の予定が合わないとき

は、評議できょうだい係の調停開廷日に次回期日を指定し、できるだ

け早く次回期日を指定する取組をしている。

(書記官参列員のコメント）

・ 期日と期日の間に、電話等を含め当事者と接するのは書記官である。

特に子どもと離れて暮らしている親にとっては、一日千秋の思いで、

子どもと関わりたいという思いがある中で、次回期日が2か月先とな

る期日が3回程あると、半年があっという間に経ってしまう。半年の

間で子どもはどんどん成長する中で、我々が感じている半年と、子ど

もと離れている親が感じている半年の重みが違うということは、期日

間で切々と訴える当事者と接する書記官としては、理解できる部分も

あると感じる。

・ その観点から、調停の進行は調停委員会の権限ではあるが、期日間
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隔を短縮する取組の中で、書記官としては、当事者のニーズに沿って、

なるべく短い間隔で期日を入れたいという思いでいるので、調停委員

も含めた職種間でこの思いは共有すべきであると感じている。

次回期日の調整について、上・ンポイントでこの日しか指定できない

と伝えられると、なぜそこにならざるを得なかったのか理由が書記官

には分からないので代替案を提案しにくい。そのため、是非書記官の

力を借りたいという観点から、この辺りで指定したいという相談もし

てもらえたら、裁判官も含めて職種間で連携して、期日間の短縮に少

しでも前進できるような取組につながるのではないかと思っている

ので、このような視点から書記官を活用してほしい。

2 期日間隔短縮に向けた取組を実践することに対する調停委員の受

け止め。また、調停委員として、定着・進展が困難な取組の有無及び

その要因

3と併せて進行した。

3 2の要因に対応するための具体的方策及び既に実践している場合

はその状況

(A家裁）

・ 以前は次回期日を調整する際に漫然と行っていたが、今は、メリハ

リある期日調整をすることができている。調停委員に対する動機付け

という点から、いくつも研修が行われているが、その中で裁判官から

統計データが示されたり、なぜ期日間隔短縮が重要なのかなどの説明

がされたりしている。これらが調停委員の動機付けの大きな要因にな

っていると思う

． しかし、研修は全員が参加できるわけではなく、経験年数が浅い調

停委員もいるので、そういった委員に対するフォローが必要だと思う。

(I家裁）
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期日間隔の長期化への対応について、他庁で使用されているチェッ

クリストを参考に、できる限り5週間以内に次回期日を指定するとい

う取組を行っている。これに関して、裁判所において、取組前後の第

2回期日以降の期日間隔がどれくらい縮まったかという検証をした。

2回目以降の期日がlか月以内に入ったものは、取組前は20パーセ

ントだったが、取組後は31パーセントになった。次回期日が6週間

を超えたものは、取組前は44パーセントであったが、取組後は34

パーセントに減った。全体的に期日間隔が実際も短縮しているという

結果が出た。

取組の結果を可視化し、研修の時や掲示板で調停委員にも共有して

もらうことで、調停委員も、意識を持って取り組むことができた。取

組が功を奏していることを示してもらうことで、効果が上がると思う。

期日間隔短縮の必要性の認識をさらに深めるために、お子さんとの

面会ができないというようなエヒ°ソードを聞くと、確かにその通りだ

と思うので、そういったことを折に触れて、書記官なり、調査官から

話をしてもらうのは非常に有効であると思う。

(J家裁）

裁判官と本協議会に向けて事前打合せをした際に、改正家族法施行

により事件数の増加が見込まれるので、期日間隔短縮に向けて努力を

しないと、将来的に難しくなるという話を、統計的な理由を含めて聞

いた。統計的な情報も調停委員は言われないと分からないので、目標

をきちんと決めて議論しないと、抽象的に短ければ短いほど良いとい

うような大雑把な議論になってしまう。 打合せを経て、短縮の必要性

を認識した。

(K家裁）

調停委員の意識の改革が必要だと思う。なぜ、調停期日を短縮しな
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ければならないのかということを、調停委員が改めて自覚する必要が

あると思う。ベテランになればなるほど2か月でもいいやと思ってし

まうという先ほどの言葉に対して、私も含め反省するところがあると

思う。

. 特に期日間隔短縮について、取組をしていく方向にあるが、当庁は、

具体的な数値目標がなかった。しかし、本日の他庁の話を聞いて、具

体的な数値目標を立てた上で、例えば、2期日指定をできるときにす

るというのではなく、2期日指定を原則とし、例外的に次回期日が伸

びてしまったり、次々回期日を指定しないほうが良かったりする場合

には、こういう理由があるから例外的に対応するなど、原則と例外を

きちんと使い分けて各調停委員が意識をしっかりと持つことが大切

だと思った。

(L家裁）

・ 書記官から書面で平均期日間隔についての情報共有がある。昨年2

月20日から5月19日までの平均が43． 6日だったが、5月20

日から8月19日までの平均が34．5日になったというような効果

の検証をして、情報共有をしてもらったことで、調停委員の中で意識

を高めていこうという機運が高まった。

2期日指定については、調査官調査が必要な場合、次回までに2か

月く、らい必要なときがあるので、その間にもう1期日設けて、その期

日で婚姻費用等を話し合うという取組を行っている。

調停委員の組合せについて、困難事件を扱うような調停委員は、結

構決まっている。暴力等の主張がある事件については、同じような組

合せでやることになるため、どうしてもそういう調停委員は多くの事

件を担当していて、期日が入りにくいということがある。そのため、

そういう調停委員と最近採用された調停委員とを組み合わせるとい
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う取組を裁判所に先日お願いした。

(裁判官参列員のコメント）

・ 先ほど期日間隔短縮の必要性について、利用者のニーズという点を

述べたが、それに加え、来年施行される改正家族法対策という点もあ

る。事件増が一定数見込まれる上、共同親権か、単独親権かというよ

うな、これまであまり聴取・検討する必要が無かった部分も検討しな

ければならない制度が新しくできる等、調整も難しくなってくるよう

に思う。それがあまりスムーズに行かない場合、事件数が増加し、結

局調停委員の担当件数も多数となり、次回期日が入りにくいという状

態も起こりうる。これにより期日が機能しなくなってはいけないとい

う心配もあるかと思う。

・ いくつかの庁から、裁判所からの通信などにより頑張った結果の報

告をもらって励みになったというようなことが挙がっていたが、当庁

でも、数か月に1回「調停だより」で結果報告している。今日、話を

聞いて、やはり結果の還元が調停委員のモチベーション向上につなが

っていると実感した。まだ結果報告を受けていない庁においては、裁

判所に取組の結果を教えてほしいと伝え、その中で還元も進んでいく

と思うので、書記官や裁判官と話をしていただきたい。

(書記官参列員のコメント）

・ 期日間隔短縮の必要性の疑問があるという話があったが、それを聞

いて、逆に、なぜlか月空けるのかという発想の転換で、これまで書

記官も含めてどう考えて期日を指定していたのだろうかと感じた。

・ 5週間ルールなどを設け、それを超えた場合には、理由をアンケー

トに書くという取組をしているという紹介があったが、理由を書かな

ければならないから5週間以内に指定しなければならないという点

が期日間隔を短くすることのモチベーションになるというのは、残念

22



なことと感じる。職種間において、なぜこの事件はこれだけ期日間隔

をあけなければならないのかという思いを共有するというところか

ら、自然発生的に落ち着く べきところに落ち着くというようなところ

が理想だと思う。そのために書記官として何ができるか考えさせられ

歩
j･ー 0

(調査官参列員のコメント）

・ 調停を運営するチームの一員として、調査官としても期日間隔の長

期化は重い課題だと思っている。

・ 親子交流（面会交流）についても、利用者からすれば、申立てをし

てから年単位で解決に時間がかかる。その背景に、lか月に1回しか

期日が入らないという問題があり、その間に子どもはどんどん成長し

ているという焦りがある。調査官としても、是非工夫をして解決して

行きたいと思っている。

調査の観点から、調停委員会と密な連携をすることで、例えば、調

査が必要な事案については、早めの段階で焦点化した調査をしっかり

と行う、調停委員会としっかり調査の内容を確認・共有する、また、

当事者とも何のために調査をして、それをどう生かしていくのかを共

有するこ とが非常に大事だと思う。これらの取組をしっかりやってい

きたい。

調査結果等については、次の調停期日に調停委員としっかりと共有

して進めている。この点、調停委員が報告書を読んでいない､ そもそ

も調査官の報告書提出が遅い等の問題があった場合、期日が空転する

ことにもなりかねない。このようなことが生じないように、調査官と

しても早めに調停委員に報告書を確認してもらえるようにし、次の期

日前にしっかり共有して、当事者への働き掛けができるように工夫を

していきたい。
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第2 改正家族法施行前の調停運営において留意すべき事項及び施行に

向けた準備の在り方

令和8年5月までに施行される「民法等の一部を改正する法律」（改

正家族法）により、離婚後に父母双方を親権者とすることを可能とす

る共同親権制度の導入や親子交流の試行的実施が整備され、家事調停

の手続、審理運営の在り方にも大きな影響が生じることとなった。そ

して、改正家族法の施行を控えた現時点においても、当事者から施行

を見据えた各種問合せ又は要望等を受けることにより、既に調停運営

に少なからず影響が生じているものと考えられる。そこで、現状の調

停運営への影響及び施行後の対応についてのイメージを共有し、対応

策等について協議がされた。その概要は、以下のとおりである。

1 改正家族法施行前に、調停運営に生じている影響
\ 万

H

1 －

1ptﾌ 曙

心
亘
‐
恥
『
・
・
一

ｓ亘
』

４Ｆ

ザ
｜
も
品

■
‐
■
争
令
●

？
呼
気
雫
少
少
い

“。、■弘孔丁當《
‐
。
』
■
●
ｑ
Ｌ

ｏ
“
。
、
当
日
“
０

か宮や》。．渉〆
‐
Ｊ
‐

ザ
。
。
、
一
口

●
冒
冒
■
戸
Ｂ
》
‐

‐
．
＄
‐
１
、
啓
・

ニ
ヂ
“
趾
‐
・
・

し
。
、
戸
マ
・
一

丸
９
０

．
具

獣
》
◆
晶

卜
ｑ
阜

』
。
ｒ
戸
弔
茸

－
ず

Ｐ
，
〆
鍛
汽
。

ｑ
令
ら
Ｐ

〃
■

ふ
り
、
，

■
心

４
１

‐
．
ぜ
、

』
Ｆ
を
琴

砒
‐
い
舛

因
写
低
。

０邑竺・宇一
巧
戸
４

群鑓 ざ

ー、
＝ず

■
‐
■
Ｊ
亘
亘
町
’
・

．
■
巳
貞
０
Ⅱ
ｒ
町
・
餌

。
』
‐
・

叱
・
｝
、
丁
。
。
．
ｒ
妙
、

認唾も
低
陰
ｆ
・
・
鋤
噌
息

，
９
‐
ロ
。
。
Ｕ
寺

子
ｑ
Ｒ
宮
◇
宮
凹
凸

。
．
Ａ
・
今
ｆ
・

張
剥
蕊
舜
一

。
．
‐
都
・
・
が
■

が
仁
逹

．
‐
ゐ
ぷ
打
・
・
・
電
も
‐

秀、狸罪嘩仏拭●・Ｐ・一．・
。
』
、
Ｌ
Ｐ
■
■
宮
ｂ
ｂ

－
“
・
ロ
Ｆ
や
す

“汀・‐

凹
獣
７

号・・Ｐ．‐．△。。。
Ｆ
㎡
‐
ｌ
‐
↓
・
》

γ
‐寸
冒
中
宮
ｌ
Ｐ

一
・
・
勺
、

９
－

、
‐
６

ふ
◆

電司踊

とF･･さ’_．‐.．‘．.’＆ 錘
韓
蕊
謝

ゞ
溌
一
厳
密

◇
ず
、
夕
４
．
１
守
軍
、
、

嘘一）恥‐》。．Ｐ入菅乱扣小・守△・

職
恥
評
蕊
鍵

・

も
。
‐

■
；
Ｌ
・
口
・
●
‐

一一、叩。〆アア‐鄙辞。『・＃‐，』．

、
ｑ
グ
．
皇
、
，
今
井
淳
‐
、
‐
、
。

‐
、
４
宮
●
ｑ

凸
・
Ｉ
Ｆ
宮

。
ｂ
■
Ｊ
全
可

“
宮
■
宮
Ｔ
・

’
‐
〃
．
ご
・
、
、
‐
可

欲
４
個
ｂ
４

画・宅一』『６や守勺令争・兎琴

春
．
４
‐
ロ
。
０
こ
げ
令
‐

唾
、
’
’
９
．
～
貼
〕
、
型

４
・
凸
午
Ｉ

ｑ
■
Ｆ
‐
‐
‐
‐
９
Ｊ
‐

卜

《
。
，
〆
Ｆ
‐
ｆ
ぷ

‐
◇
。
‐
ダ
ニ

・
・
Ｇ
ｆ

』
砧
ウ
田

竪■

ｒ
ｏ
Ａ
Ｌ

“
・
仏
。
．

》
二
■
‐

-も凸一

寸q 令

＝‐
『

．
４
準

二
・

L P

241



再 F

冬 舛蕊唾・嬬弘鮮唖卿溌、咳》
・弁《

ゞ．．‐・‐〃毒。．
”ゞ即吟椎雷一生一半郡》一認，●●一℃畔・《←

．。．‐、弓‘ョ、・・電評群．羊。・ず，ｆ革
、．。

‐
。
、
わ
り
．
▽

ｑ
己
ら
謬
亘
い

、、“．．．：．、←、．、、ゞ．Ⅸ全．．。’．・

△

・〆。＄
望
Ｆ
ｑ
も
ｑ
｛
４
Ｆ
‐
巴
、

、

‐
‐
日
Ｇ
‐
句
令
。
．
。
＃
・
も
、
‐
‐

串、４
．ヶ

Ｇ３。。▽△凸
亘
】
■
毎
‐
が
‐
ｇ
戸
壬
ｆ

ｌ
６
》
一

等
‐

・
己
‐
、
Ｄ
・
・
》
．
⑫
．

'句

.－￥
j』'1ャ

，l

L

』
I Q B

垂fO
一

擬

私“内や心》癖》》〉》澆杢
‐
“
Ｏ
０

ｑ
ｈ
鄙
や
ｑ
■

▽
帥
．
や

‐
叱
韓
鏡
亘
Ｐ
Ｔ
Ａ
ｂ

討恥￥・》・●麩一一》幸一相雑報‐稚
‐
や
．
‐
、
、
。
．
。
△
宰
癒
印
・
ハ
・
己
』

マ
‐
ｔ
鄙

守
宮
‐
』
早
み
』
亘
勺
・
Ｉ
今
◇
・
可

◇
‐
知
か
今
◇
マ
サ
ら
寸

口
“
Ｐ
宮
ｊ
Ｐ
ｑ
“
垂
▲
４

．
｜
・
・
■
も

''
ロ 1 卜

二 苧

「 鐸 P4‐
・
・
砧
帯
．
睾

〆
手
翰
零
Ｍ

ｂ宮二一■■ＢＢ
Ｂ
毎
■
ｆ
Ｆ
宮

■
画
‐
〆
①

T‐■01~
＝ 弱

吐●-b季
､ハー■_忠

、 ジ
可1口-

央今-卜・
_ 岳

,~b・'&為
』b す 胃 ､

?‐て心･亨

苧‐F

0 －

，‐§3
．，．も,－

，《‐ん
･･f:弓

f・~

M缶 \

･"〃･ _

計誌1
，2｡"
『』 ≠

‘&当

4 1 ■

も弘

,財TP5

遥繁・
~､AJ

(裁判官参列員のコメント）
･･ J･宰

佇．‐鷲,

｡,，上司

f篭'ず;'魁‘..雪鞍U4‘
そ.”･･･,‘‘、吟埼･『
,..:.X・・岳...~､丘

Ｇ
Ｂ
■

恥部‐

一

・ゅ‐や．．
》‐

丁恥二

・

い
、

ｉ
・
ゞ
ゞ
・
ふ
ゞ
‐
・

底

・
卸
Ｐ
，
。
。
・
・
。
‐
。
。
ｊ

や
ｐ
く
う
‐
、
。

・

凸
ｆ
ロ
ゴ

“画
一
４
０
◇
・
ワ
ロ
』
。
ロ
か
、
△
古
し

苦
‐
“
・
・
，
．
‐
、
。
。
’
沖
鳴
・
・

籔
發
漁
黛
割
、
、

錦“￥

露
塞
蕊
熊
薄

瀞Ｖ●蕊豊
；

抑
殉
‐
・
Ｐ
ｂ
一
‐

』、萄口狸、。．‐・少卦、ｗ‐・・｝．。《
・
・
・
知
、
。
シ
、
冤
・
。
‐
・
・

。

．

・
・
今
．
ざ
で
甦
・
。
』
。
。

咄
．
抄
刊
や
←
ロ
｝
ｑ
‐
河

口

‐

鑑

・
鋸急

，’手平野
灸●欝武

９
、
ざ
『
〃
Ｌ
ザ
。
奇
。
‐
ｅ
１
．
、
。
’
。
。
勺

可
・
〆
、
‐
ｐ
４
ｅ

Ｇ
や
ｂ
宮

‐

「
や
げ
手
、
。
今
。
△
“
“
午
｝
軸
・
今
‐
、

一
心
マ
ー
笈
必
．
‐

・ロ
、

圭
。
、

・・一．
邑
・
、
‐
‐
．
．
．
。
Ｏ

ふい叩・寺・叩｝恥『‐‐‐酔一‐・鹿、型・一．

？

～

↑

乎一、

で..､型F 望I

1．． や~’

･砂..驚・､悪心
.：.､，鱈お
ひ&:'1，~.,;.･･：:,
坐■ロロ ▲ ■ずい画0

，1 ，，皆・幹

,､14噂:鐘
,、-'』奇わ1町

一 ･合一＝

‐、-．・・J・殉

. ､.､孔･
‘･一堂一. 』

ぬ ﾛ ｰ匂一’

, _ 丸争･喝
' ' こぷ

律子

」

25



2 1に適切に対応するための職種間の情報共有の在り方
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(調査官参列員のコメント）

3 改正家族法の理解を促進するための方策

・ 昨年12月に離婚後共同親権に造詣の深い大学教授の方をお招きし

支部も含め全体で講演会を開催した。その講演会には、本庁の裁判官

も出席した。同講演会ではパネルディスカッションも行い、調停委員

の研鎖になったと思われる。また、改正家族法解説動画を視聴するこ

とが推奨されており、家裁内において4回にわたって動画の上映会を

実施し、視聴後に感想や質問を提出し、それらについての回答を自主

研究会で行うということをしている

・ 調停協会の研修委員会では、昨年度大学の教授や弁護士により離婚

後共同親権に関する講演をしていただいた。調停委員においても、，
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Vに関する知見が余りないところ、特に、附帯決議で、DVあるいは

被害者心理の理解を始めとする適切な知見の習得を、とされているこ

ともあり、DV事件に関連した形で講義を実施した。今年度は、自主

勉協会の中で、5回、裁判官が講師となり、離婚後共同親権を中心に

改正家族法の講義を実施した。

改正家族法解説動画については、裁判所内のパソコンを使用して7

月の初旬を目途に全調停委員が視聴することを目標としていた。しか

し、パソコンの台数に限りがあり、最終的には自宅でも視聴すること

が可能となった。動画に関しては、現実的な事例を題材にドラマ仕立

てにしたものなどの作成も検討いただけるとありがたい。また、動画

に関するアンケートを実施し、その結果を参考に、7月中旬から離婚

後共同親権をテーマとした研修を3回実施する予定である。

令和7年度は9回ほど自主研修を予定しており、5月と6月に改正

家族法解説動画を観ることとなっている。しかし、1度ではなかなか

理解を深めることが難しいため、日調連のホームページで繰り返し観

てもらうよう案内している。また、裁判所主催の年3回の研究会につ

いては、管内をウェブでつなぎ、全員を対象とした改正家族法に関す

る研修となるため、そこで学んでいきたいと思っている。

改正家族法解説動画を調停委員全員が視聴し、それを踏まえて部総

括裁判官や調査官、書記官を交えて質疑応答をし、視点の異なる様々

な質問が出たが、それを裁判所が取りまとめてくれた。また、裁判所

職員と調停委員の6人1グループとした合計6グループによる座談

会を開催し、裁判所側には部総括、裁判官、調査官、書記官がおり、

改正家族法及び期日間隔短縮化に関しての議論をした。この内容につ

いても裁判所において取りまとめをし、これを踏まえ7月に1回、秋

ごろに3回改正家族法施行に向けての研修を実施していく予定であ
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る。

・ 研修は3月及び今月、家裁本庁では調停協会主催で、裁判官からの

講義形式による勉強会があった。また、6月に3回ほど改正家族法解

説動画の上映会を準備している。動画の内容は非常に分かりやすいの

で、繰り返し視聴することで、制度の枠組みを理解することができ、

単独親権か共同親権かの二者択一の制度.ではないことが理解できた。

ただ一方で、色々な選択肢がある中で、これをどのように実際の調停

で進めていくのか、評価基準はどうなるのか等かえって暗潅たる思い

となったようにも思う。

(裁判官参列員のコメント）

・ 問題は、基本的な理解を踏まえて、どのように調停で運用して行く

のかというところだと思うが、それについては大規模庁においても

色々な研修教材を作成している途中である。各家裁においても、独自

に色々考え、複数回研修を実施しているものと聞いている。研修には

必ず参加し、そこで具体的にどのようにして調停を進めたらいいのか

をイメージをしながら、自分が調停を進めるとしたらどのようにする

かという感覚で研修に参加してもらえればと思う。そして、研修の後、

調停委員の方々による意見交換、職員への質疑応答をとおして、自己

研鎭にも務めていただく必要がある。また、家裁に対する要望があれ

ば、遠盧なく、各家裁に対して申し入れて欲しい。それを踏まえて、

大規模庁においても必要があれば検討していく。

(書記官参列員のコメント）

・ 書記官の中核的役割として、代表的なものに、情報のキーステーシ

ョン、あるいは車のハブみたいなことを言われることがある。当事者、

調停委員、裁判官及び調査官、これらの要として情報が集まるという

点が、書記官の中核的な役割であり、調停委員の方が疑問に思ってい
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ることがあれば、具体的な事件の進行となると調停委員会の判断には

なるが、一般的な知識付与の面に関する悩みであれば、書記官が全て

答えられるわけではないが、書記官にご相談いただくということを今

後ともお願いしたいと思っている。

(調査官参列員のコメント）

・ 今後、夫婦関係調整事件や親子交流事件を題材とした研修等の中で

具体的に調停委員がどのように動き、対応していくか、また、調査官

としてもどのような役割を担っていくかというところを共有して、来

るべき時期に備えたいと思う。

3]I


